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県立特別支援学校における医療的ケアについて 
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１ 医療的ケアの概要 

 

（１）医行為と医療的ケアとは 

  ○ 医行為 

   医師及び看護師などの免許を有さない者による医行為は、医師法第 17条及び保健師

助産師看護師法第 31条その他の関係法規によって禁止されています。ここにいう医行

為とは、医師の医学的判断及び技術をもって行わなければ、人体に危害を及ぼし、又

は、危害を及ぼすおそれのある行為を反復継続する意思をもって行うこととされてい

ます。 

【参考】 

医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈につい

て（平成 17年８月 25日付け 17国文科ス第 30号文部科学省スポーツ・青少年局長

初等中等教育局長通知） 

 

○ 医療的ケア 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」では、「医療的ケア」とは、

「人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう」とされています。 

また、一般的には、医療的ケアとは、病院などの医療機関以外の場所（学校や自宅

など）で日常的に継続して行われる、喀痰吸引や経管栄養、気管切開部の衛生管理、

導尿、インスリン注射等の医行為を指し、病気治療のための入院や通院で行われる医

行為は含まれないものとされています。 

茨城県立特別支援学校医療的ケア支援事業実施要項第３条において、以下のように

「医療的ケアの定義及び内容」を示しています。 

医療的ケアとは、学校において看護職員又は看護職員と連携して「認定特定行為

従事者」の認定を受けた教員が、特定の児童生徒に対して一定の体制・手続の下で

実施するたんの吸引、経管栄養等の日常的に行う医療的な生活援助行為をいう。 

医療的ケアは単独にあるのではなく、学校保健安全計画の中に位置付けられること

が重要です。 

学校は、医療的ケア児の学びの場の保障や、保護者の負担軽減を考慮した上で、学

校での安全な医療的ケアの実施について検討し、体制づくりを行います。 

 

なお、このハンドブックについては、看護職員が医療的ケアを実施することを基本

として、医療的ケアの申請から実施するまでの手続についてまとめています。 

教員の医療的ケア実施については、「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた者

に限ります。教員が、ケアを実施するためには、別に定める研修と手続きが必要です。

（P.14～15） 

また、養護教諭が看護師資格を持っていても、医療的ケアを実施することはできま

せん。養護教諭の職務の範囲で対応します。 
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（２）医療的ケア実施手続の概要 

Ⅰ 保護者は、主治医と相談のうえ、「診療情報提供書」の交付を受けるとともに、

医療的ケアの実施について校長に申請します。 

Ⅱ 校長は申請を受け、主治医、学校医又は巡回指導医（以下「指導医」という。）

と相談のうえ、医療的ケアの適否について医療的ケア安全委員会で協議します。 

Ⅲ 医療的ケア安全委員会は、主治医からの資料や意見を参考にしながら、必要に応

じて医療相談を実施し、学校医、指導医とも十分な連携を図りながら、看護職員が

実施可能な医療的ケアの内容と範囲を決定します。 

Ⅳ 校長は、医療的ケア安全委員会で検討した結果、医療的ケアの実施が不適当であ

るとするときは、その理由を添えて保護者に文書で通知します。 

Ⅴ 保護者は、校長から医療的ケアの実施が適当であるとの通知を受けた後、主治医

に「指示書」の作成を依頼します。 

※原則として、主治医から交付を受けた「診療情報提供書」を携え、学校医又は

指導医の所属医療機関を受診します。 

Ⅵ 学校の担当者（看護職員、保健主事、担任等）は、手技をはじめとする医療的ケ

アの実施に必要な事項について、保護者及び、主治医、学校医又は指導医と確認し

ながら、主治医からの「指示書」を基に個別マニュアル（緊急時対応を含む）を作

成します。個別マニュアルは、保護者と内容を確認します。 

Ⅶ 校長は、医療的ケア安全委員会での検討を経て、医療的ケアの実施を承認し、開始

の時期を判断します。その後、児童生徒の保護者に対して当該医療的ケアの実施の決

定及びその内容について通知し、学校において医療的ケアを開始します。医療的ケア

の開始については、主治医と県教育委員会に報告します。 

Ⅷ 学校は、医療的ケアの実施経過について、県教育委員会へ報告します。 

Ⅸ 学校での医療的ケア開始後、医療的ケアを解除する場合は、保護者は校長に申請し

ます。 
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Ⅰ 
【保護者】⇔【学校】 

・学校での医療的ケアについて相談をする。 

該当ページ 

P.7 

  

Ⅰ 

【主治医】⇒【保護者】⇒【学校】 

・主治医より、診療情報提供書の交付を受ける。（指示書依頼時で

も可）学校へ医療的ケアの実施について申請する。 

P.7 

  

Ⅱ 
【学校】 

・医療的ケア安全委員会で協議する。 

P.7 

Ⅲ 

【学校】⇔【主治医・学校医・指導医】 

・学校は必要に応じて主治医へ医療相談や、学校医、指導医と情

報交換をする。 

                 （Ⅳ 実施が不適当な場合は通知 P.8） 

Ⅴ 

【保護者】⇒【主治医】 

・主治医へ「指示書」の作成を依頼する。（原則として、「診療情

報提供書」を携え、学校医又は指導医の診察を受ける。） 

P.9 

Ⅵ 

【保護者・主治医・学校医・指導医】⇔学校】 

・看護職員は、医療的ケアの実施内容について確認する。 
P.10 

～ 

12 

【学校の担当者（看護職員、保健主事、担任等）】 

・個別マニュアル（緊急時対応を含む）を作成する。 

【保護者】⇔【学校】 

・個別マニュアルの内容を確認する。 

  

Ⅶ 

【学校】⇒【保護者・主治医・県】 

・医療的ケア安全委員会で検討後、実施の決定及びその内容を保

護者に通知し、主治医と県に報告する。 

P.10 

～ 

12 

  

医療的ケアの実施 

Ⅷ 
【学校】⇒【県】 

・医療的ケアの実施の経過について報告する。 
P.13 

  

Ⅸ 
【保護者】⇒【学校】 

・医療的ケアの解除について、学校に申請する。 
P.13 

 

 

手続の流れ 

様式１、 

診療情報提供書 

様式１－２ 

様式２、３ 

様式４ 

様式５、６ 

様式７ 

様式８ 
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（３）医療的ケア安全委員会の役割 

   医療的ケア安全委員会では、医療的ケアの実施にあたっての適否の判断及び実施経

過の確認を行います。検討する内容は次の点です。 

   ア 医療的ケア実施の適否の決定 

   イ 医療的ケア実施担当者及び研修の計画 

   ウ 医療的ケア実施経過の確認 

エ ヒヤリ・ハット等の事例蓄積、分析 

オ 看護職員等の医療的ケアに関する研修 

カ 医療的ケアに係る備品及び衛生管理 

また、申請が出されていなくても、家庭で医療的ケアを実施しているなど特別に配

慮を要する児童生徒については健康状況の把握をすることが重要です。 

さらに、学校、保護者及び医療機関との連携をどう組織するか。また、日常の安全

管理をどのように進めるか等について検討することが大切です。 

医療的ケアを実施することで、対象となる児童生徒の学校での生活の質が向上し、

ひいては学習の質も向上するということを基本におくことが大切です。 

 

【医療的ケア安全委員会の構成員】 

   校長、副校長又は教頭、事務室長又は事務長、養護教諭又は養護助教諭、教務主任、 

   保健主事、各部主事、医療的ケアの実施を必要とする児童生徒の担任、主治医、学

校医又は指導医、看護職員等 

 

（４）緊急時の対応 

   学校生活における緊急時には、保護者及び主治医に連絡し、必要な措置がとれるよ

うにしておくために以下のようなマニュアルを作成しておく必要があります。 

ア 校内における緊急時の対応 

   イ 校外における緊急時の対応（スクールバス乗車時を含む） 

   ウ 災害時における緊急時の対応 

マニュアルや緊急連絡先の保管場所については、担任及び看護職員等、関係する職

員に周知しておく必要があります。 

 

   

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

 下記に、緊急時マニュアル、災害時のマニュアルの作成例を掲載しています。 

 教育情報ネットワーク＞文書共有＞09 特別支援教育課＞県立特別支援学校医療的ケア

ハンドブック 
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２ 医療的ケアを実施する際の手続の留意点と実施までの具体的な流れ 

（１）事前の説明 

○保護者全体に対して説明すること（原則、校長又は副校長・教頭が説明すること。） 

医療的ケア支援事業（第３部 資料参照）を利用できることを説明します。 

  この説明では、「保護者からの要請が必要であること」「学校で医療的ケアを行うことに支障

がないと主治医が認め、一定の手続を経たものであること」を周知します。 

  医療的ケアの原則は次の点です。 

  ①保護者が主治医と十分相談した上で、保護者の要請によるものであること。 

  ②特定の児童生徒に対して行うものであること。 

③特定の日常的・応急的手当（医療的ケア）であること。 

④看護職員が行うものであること。 

  ⑤看護職員は必要な研修等を経ていること。 

  ⑥医師（主治医、学校医、指導医）の意見を参考に行うものであること。 

 ⑦医療的ケア安全委員会を経て、校長が実施の判断をすること。 

 

○医療的ケアを要請した保護者に説明すること 

医療的ケア実施までの流れについて詳しい説明を行います。 

また、学校においては、保護者が希望しても実施可能な医療的ケアと、実施できない医療的ケ

アがあることを説明します。例えば看護職員が不在の場合、児童生徒の体調が良くないと判断さ

れた場合、環境や設備が適応していない場合、技術的に対応が困難な場合等が考えられます。そ

の場合は、学校で医療的ケアを実施する際には、保護者の協力が必要であることを保護者に十分

に理解してもらえるようにします。 

申請は年度ごとに必要となりますが、以下の条件が整っている場合には、引き続き前年度の書

類に従って医療的ケアを実施することになることを説明します。 

① 対象児の医療的ケアの内容が変わらない 

② 医療的ケアを実施する看護職員が代わらない 

  ①、②の条件が整わない場合には、同じ児童生徒に対する同じ内容の医療的ケアであっても、

年度当初は、手続が終了するまでの間実施できないことがあること、その際は保護者等が行う場

合もあることを伝えます。学校は条件が整うよう努めることについても説明します。 

    上記の説明は個別に行います。 

 

 

○主治医への相談依頼 

 学校の施設、設備などの環境面の状況を十分に伝え、学校でできる医療的ケアの範囲や手続など

について保護者に十分説明し、理解が得られた上で、主治医に相談することを依頼します。 
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（２）実施までの手続 

手続に関する文書は校長が保管し、医療的ケア安全委員会の副委員長若しくは保健主事が総括

します。文書の作成については、学校の実情に応じ、教頭、教務主任、保健主事等が行います。 

 

手続Ⅰ～Ⅲ 保護者による医療的ケアの実施の申請（様式１） 

     申請後、医療的ケア安全委員会で実施の適否を検討します。 

 

＜フロー（図）＞                       ○数字は、様式の番号を示す。 

 

（様式はP22～23参照） 

 

＜具体的な流れ＞ 

 保護者による医療的ケアの実施の申請 

様式 様式１、診療情報提供書 

いつ  学校で医療的ケアを希望する時（指示書依頼時でも可） 

誰が  保護者 

誰に 学校（担任等） 

何のために 
 学校で医療的ケアを実施することが、保護者の意思であることを確認するため

に使用します。 

どうなる この申請に基づいて医療的ケア安全委員会で検討します。 

留意すること 主治医に必要な医療的ケアの内容を具体的に記入してもらいます。 

その他 

・保護者が主治医に相談し、主治医の了解が得られれば保護者が様式１を提出し

ます。 

・医療的ケア安全委員会で検討して、医療的ケアの内容や健康状態を再度具体的

に記入してもらう場合もあります。 

・学校は必要に応じて、主治医に医療相談を行い、医療的ケアについて確認しま

す。 

 

全
体
で
の
説
明
会 

学 校 

主治医 

保 

護 

者 

医療的ケア安全委員会 

①申請 

①手渡し 

相談 

診療情報提供書 

周知 相談 

学 校 

保 

護 

者 
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手続Ⅳ 保護者への医療的ケア実施不適当の通知（様式１－２） 

医療的ケア安全委員会で不適当とされた場合に、校長等の同席で担任等が保護者に対して直接説

明して手渡します。また、実施を見合わせる理由は明確に伝えます。 

 

＜フロー（図）＞                       ○数字は、様式の番号を示す。 

 

 

 

 

 

（様式はP24参照） 

 

 

＜具体的な流れ＞ 

 保護者への医療的ケア実施不適当の通知 

様式 様式１－２ 

いつ 医療的ケア安全委員会終了後 

どのように 保護者、校長又は副校長（教頭）、担任又は保健主事等が同席します。 

誰が  校長等 

誰に  保護者 

何のために 
 医療的ケアを実施することが困難な場合に、保護者から了承を得るために使用

します。 

どうなる 
 申請のあった医療的ケアについて一部若しくは全部を実施しないことになり

ます。 

留意すること 

・実施を見合わせる理由について理解いただけるように留意します。また、条件

が満たされれば実施が可能になることを説明するなど、保護者が「一方的に断

られた。」と受け取らないように注意します。 

・実施の適否を継続して検討する場合は、具体的な条件や方法について保護者に

理解していただくように留意することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学  校 
 

医療的ケア安全委員会 

 

保護者 
①－２ 
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手続Ⅴ 学校から主治医への「指示書」記入の依頼と指示書（様式２、様式３-１～４） 

 

＜フロー（図）＞                       ○数字は、様式の番号を示す。 

 

 

 

  （様式はP25～31参照） 

  ＜具体的な流れ＞ 

 主治医へ「指示書」記入の依頼 指示書 

様式 
様式２ 

添付：様式１の写し、様式３-１～４ 

様式３－１～４ 

添付：様式２ 

いつ  医療的ケア安全委員会で実施が可能と判断された場合 

どのように 

学校が保護者の了解を得て、直接持参し

ます。（保護者が持参する場合や郵送する

場合もあります。） 

主治医は記入した指示書を、保護

者を通して学校に提出します。 

誰が 学校 主治医 

誰に  主治医  学校 

何の 

ために 

 医療的ケアの具体的な内容を指示しても

らうために依頼します。また、この文書を渡

すことで主治医に医療的ケアを理解してい

ただく意味も含まれます。 

 医療的ケアやそのための研修の内

容を決定するために主治医に記入し

てもらいます。 

どうなる 
 この指示書によって医療的ケアの具体的な内容が指示され、個別マニュアルの作成

が始まります。 

留意すること 

 ・できるだけ具体的に記入するよう

にしてもらいます。 

（必要に応じて県様式の変更可。） 

・主治医のサインが必要です。 

その他 

・保護者は、主治医から「指示書」（様式３）の交付を受けるとともに、主治医

から交付を受けた「診療情報提供書」を携え、学校医又は指導医の所属医療機

関を受診します。 

 

 

【主治医が代わった場合】 

   新しい主治医が指示書を確認し、加筆、署名及び確認した日付を記入します。 

 

 

 

 

主治医 

②  

学 校 
③ 
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医療的ケア安全委員会 

④作成 

県教育委員会 助言 

保護者 

主治医 

指導医・学校医 

担
当
者
※ 

確認 

相談 学 校 

⑤ 
保護者 

④ 

④承認 

主治医 

手続Ⅵ～Ⅶ 医療的ケアに関する個別マニュアルの作成とケアの開始（様式４、様式５、様式６） 

学校は、児童生徒の体調の把握に努め、保護者と医療的ケアの内容や留意事項、手技等を確認し

ながら、個別マニュアル（様式４）を作成します。 

学校は、必要に応じて指導医や主治医に相談し、マニュアルについての指導・助言を受けます。

個別マニュアルには、体調不良時や緊急時の対応について具体的に記入することが重要です。 

学校が作成した個別マニュアルは、保護者と学校担当者で確認します。その後学校での医療的ケ

ア実施について医療的ケア安全委員会の承認を得ます。迅速なケア実施のために、必要最少人数で

開催する等、効率的な運営を行うことも考えられます。 

その後、学校は、保護者に医療的ケアの実施について通知（様式５）し、保護者に通知した日か

ら学校での医療的ケアを開始します。（申請手続きのための保護者付添いは解除します。） 

医療的ケアの開始については、主治医に個別マニュアル（様式４）を送付、県教育委員会に実施

届（様式６）を提出し、報告します。 

 

＜フロー（図）＞                        ○数字は、様式の番号を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式はP32～36参照） 

＜具体的な流れ＞ 
 

医療的ケアに関する個別マニュアル（○○○○に関する個別マニュアル） 

様式 様式４ 

いつ 学校での医療的ケア実施が適当であるとされた時 

どこで 学校 

誰が  担当者（保健主事、担任、看護職員等） 

誰に  保護者（完成後は、主治医にも提出） 

何のために  医療的ケアの具体的内容として 

どうなる  医療的ケアを実施する準備が整うことになります。 

留意すること 

・保護者からの手技の伝達は、代表者が行い、担当者間で共有します。 

・体調不良時や緊急時の対応についても具体的に記入します。 

・必要に応じて、主治医や指導医に医療相談を行い、必要事項を確認します。 

・最終確認を担当者と保護者で行い、保護者がサインします。 

 

④確認 

⑥ 

学校での医療的ケア開始 

※担当者とは、保健主事、担任、看護職員等 
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医療的ケアの実施に関する保護者への通知（様式５） 

 医療的ケアの実施について（通知） 

様式 様式５ 

いつ  様式４作成後 

どこで  保護者と担当者が同席して、校内で渡します。 

誰が  学校 

誰に  保護者 

何のために  保護者から出された申請（様式１）に対する回答として渡します。 

どうなる  医療的ケアを実施することを保護者に伝え、学校での医療的ケアを開始します。 

留意すること  「健康チェックカード」への記入など、留意事項について保護者と確認します。  

          

 

 

 

校内における医療的ケアの実施について（県教育委員会への実施届）（様式６） 

 校内における医療的ケアの実施について（届） 

様式 様式６ 

いつ 保護者に様式５を通知後１週間以内 

誰が 学校 

誰に 県教育委員会 

その他 様式１、３、４は様式６と併せて学校で保管します。（県への提出は不要） 

 

【看護職員の追加申請】（様式６－２） 

保護者の申請書、指示書、マニュアルの変更がなく、年度内に県教育委員会に届け出たケースにつ

いて、新たな看護職員が医療的ケアを実施する場合には、様式６-２により、追加申請することがで

きます。 

追加する看護職員の手技については、指導医、指導看護職員、看護職員のいずれかに該当する者が

確認します。 

 校内における医療的ケアの実施者の追加について（届） 

様式 様式６－２ 

いつ 実施者を追加するとき 

誰が 学校 

誰に 県教育委員会 

＜参考資料＞ 

 下記に「健康チェックカード」の作成例を掲載しています。 

教育情報ネットワーク＞文書共有＞09 特別支援教育課＞県立特別支援学校医療的ケアハンドブック 
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（３）前年度から継続して医療的ケアを実施する場合について（様式６－３） 

   ○継続申請に必要な条件と様式 

条件 様式 

① 対象児の医療的ケアの内容が変わらない 

② 医療的ケアを実施する看護職員が代わらない 

様式１、３、４、６－３ 

※県教育委員会提出は６-３のみ 

 

様式１については、前年度中に保護者からの申請を受けるものとします。 

様式３については、主治医の確認をとり、主治医がサインします。修正がある場合は、指示内

容を明確にするため、再交付を依頼します。 

様式４については、保護者と確認し、保護者がサインします。 

学校は、継続申請者を県教育委員会に報告（様式６-３）します。 

年度の切り替わりでは、保護者、新しく担当する教員、看護職員でマニュアルの確認を行い、

医療的ケアが引き続き、安全に実施できるようにします。 

 

 校内における医療的ケアの実施について（継続申請者一覧） 

様式 様式６－３ 

いつ 前年度から引き続き医療的ケアを実施するとき 

誰が 学校 

誰に 県教育委員会 

その他 ・保護者に様式５の通知は不要です。 

 

 

○ 学校医や指導医が代わった場合 

新たに学校医や指導医となった医師と学校で実施している医療的ケアについて確認します。 
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（４） 手続Ⅷ 実施上の報告（様式７） 

     学校は、医療的ケアの実施状況を、県教育委員会に報告（様式７）します。 

学校は、医療的ケアを実施しながら、適宜、指導医とマニュアルや実施状況について確認し

たり、実施上の課題や指示書の変更が必要と思われる事項について、主治医に報告・相談した

りして、連携を図りながら、安全なケアの実施に努めます。 

また、看護職員の勤務については、「看護職員勤務表」（参考様式）等で記録します。 

 

＜フロー（図）＞                       ○数字は、様式の番号を示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（様式はP37参照） 

手続Ⅷ 学校における医療的ケアの実施経過について（報告） 

様式 様式７ 

いつ 月初め（翌月10日頃を目安） 

誰が 学校 

誰に 県教育委員会 

 

 

（５） 手続Ⅸ 学校での医療的ケアを解除する場合について（様式８） 

 

＜フロー（図）＞                       ○数字は、様式の番号を示す。 

 

 

 

（様式はP38参照） 

手続Ⅸ 学校における医療的ケアの実施解除について 

様式 様式８ 

いつ 学校での医療的ケアを終了するとき 

誰が  保護者 

誰に 学校 

その他 学校は、医療的ケアの解除について、県教育委員会に報告します。 

医療的ケア実施 

 

 

県教育委員会 学校医・指導医 

看護職員 

担当者 

保護者 

主治医 

⑦ 指導助言 
連携 連携 

連

携 

➇の写し 
保護者 

➇ 

医療的ケア安全委員会 

学校 県教育委員会 

学  校 
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３ 教員が行う医療的ケアについて 

   

平成 24 年４月の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、一定の研修等を受けた教員が、

認定特定行為業務従事者として、一定の条件の下で喀痰吸引等ができることとなっています。 

 

（１）県立特別支援学校における考え方 

   ・医療的ケア対象児童生徒数及びケアの内容等をもとに、看護師資格を有する看護職員を

適切に配置する。 

   ・認定特定行為業務従事者として認定を受けた教員は、看護職員と連携して、特定の児童

生徒に対して一定の体制・手続の下で医療的ケアを行う。 

 

（２）「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた教員が実施可能な行為 

   ・喀痰吸引 

    口腔内・鼻腔内（咽頭の手前まで）、気管カニューレ内部 

   ・経管栄養 

胃ろう又は腸ろう及び経鼻（チューブ確認等は看護職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 主な内容 

対

象

行

為 

喀痰吸引 

口腔内 
○ 

（咽頭の手前まで） 

鼻腔内 
○ 

（咽頭の手前まで） 

気管カニューレ内部 ○ 

経管栄養 

胃ろう 
○ 

（胃ろうの状態確認は看護職員） 

腸ろう 
○ 

（腸ろうの状態確認は看護職員） 

経鼻 
○ 

（チューブ挿入状態の確認は看護職員） 
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（３）「認定特定行為業務従事者」の認定を受けるための研修内容等 

※ 実地研修終了後、様式９により県教育委員会へ報告する。 

  （添付する評価票は公益財団法人日本訪問看護財団ホームページ「【教員用】学校における教

職員によるたんの吸引等（特定の者対象）研修テキスト（例）」からダウンロードし、各対象

者の個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用する。） 

 

（４）必要な申請等 

  〇学校…喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録申請 

  〇教員…認定特定行為業務従事者認定証交付申請 

   

申請に必要な書類、手続の詳細については県福祉部障害福祉課のホームページ及び公益財団

法人日本訪問看護財団ホームページ「【教員用】学校における教職員によるたんの吸引等（特

定の者対象）研修テキスト（例）」を参照し、必要な書類をダウンロードして、県教育委員会

へ申請する。 

 研修内容 

基

本

研

修 

 

 

〇社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三第一号の基本研修 

（教員によるたんの吸引等に関する研修） 

内 容 講義８ｈ、演習１ｈ（計９ｈ） 

科  目 時 数 

重度障害児・者等の地域生活に関する講義 ２ 

喀痰吸引等 必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に

関する講義 ６ 

緊急時の対応及び危険防止に関する講義 

喀痰吸引等に関する演習 １ 

計 ９ 

 

 

 

 

 

実

地

研

修 

 

 

行  為 回  数 

口腔内の喀痰 吸引 

医師等の評価にお

いて受講者が取得

すべき知識と技能

を習得したと認め

られるまで実施 

鼻腔内の喀痰吸引 

気管カニューレ 

内部の喀痰吸引 

胃ろう 又は腸ろう

による経管栄養 

経鼻経管栄養 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別実地研修 Ⅰ 

  （主治医、学校医等※が見極め） 

・当該児童生徒の医療的ケアに関する

技能の習得   

  ※県福祉部障害福祉課主催の茨城県喀痰

吸引等指導者講習会を受講した看護師

も見極めを行うことができる。 

個別実地研修 Ⅱ（修了研修） 

（主治医又は学校医等が見極め） 

  ・当該児童生徒の医療的ケアに関する

実践的な技能の習得 

↓ 

※主治医又は学校医等が認めるまで研

修を実施する。 

  ※個別実地研修は２回連続して見極め

が修了することで、「修得すべき知識

と技能を習得した」と認める。 

評価の実施 

技能習得の確認 

各学校主催 

知識の定着等を確認 

筆記試験・評価の実施 

県教育委員会主催 
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４ 医療的ケアの実施における看護職員と教員のできる範囲 

  教員の医療的ケア実施については、「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた者に限ります。認

定を受けるためには、基本研修と実地研修、両方の受講が必要です。 

  必要物品の準備や片付け等、医行為ではない周辺業務については、教員も行うことができます。教

員は、校内研修や基本研修等を受講し、担当する児童生徒の医療的ケアについてよく理解して、看護

職員と連携・協働しながら、安全な医療的ケア実施に努めます。 

  ここでは、表中の語句を下記のように示します。 

   認定特定行為業務従事者・・・「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた教員。 

   教員・・・・・・・・・・・・医療的ケアを必要とする児童生徒を担当する教員。 

 

喀痰吸引 

（１） 口腔内の吸引 

実施内容 看護職員 
認定特定行為 

業務従事者 

口からチューブを入れ、口腔内に溜まっているたんや唾液等

を吸引すること。 
○ ○ 

 

（２） 口及び鼻からの吸引 

実施内容 看護職員 
認定特定行為 

業務従事者 

口からの 

吸引 

決められた長さの咽頭まで ○ ○ 

喘鳴の状態に応じて、長さを調節した咽頭より奥 ○ × 

鼻からの

吸引 

①左右どちらか決められた鼻から 

②決められたカテーテルの長さまで 
○ ○ 

①左右どちらか決められた鼻から 

②挿入するカテーテルの長さを調整 
○ × 

①左右どちらからの鼻でも 

②決められたチューブの長さまで 
○ ○ 

①左右どちらかの鼻からでも 

②挿入するカテーテルの長さを調整 
○ × 

実施可能 ○ 

実施不可能 × 

≪根拠≫ 
  咽頭より手前の範囲で吸引カテーテルを口から入れて、口腔の中まで上がってきたたんや、溜
まっている唾液を吸引することについては、研修を受けた教員が手順を守って行えば危険性は低
く、教員が行っても差し支えないものと考えられる。 

≪根拠≫ 

  鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイドを刺激しての出血が、まれではあるが生じうる。ま

た、鼻や口からの、咽頭の奥までの吸引を行えば、敏感なケースでは嘔吐や吐き込み等の危険性

もある。したがって、鼻からの吸引や、口からの吸引は、児童生徒等の態様に応じ、①吸引カテ

ーテルを入れる方向を適切にする、②左右どちらかのカテーテルが入りやすい鼻からカテーテル

を入れる、③吸引カテーテルを入れる長さをその児童生徒等についての規定の長さにしておく、

などの手順を守ることにより、個別的には安全に実施可能である場合が多い。 

以上の点を勘案すると、教員は、咽頭より手前までの吸引を行うに留めることが適当であり、

咽頭より奥の気道のたんの吸引は、看護職員が実施することが適当である。 
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（３） その他の内容 

実施内容 看護職員 
認定特定行為

業務従事者 備考 

気管切開のカニューレ内部で、決められた長さ

までの気管内吸引 
○ ○  

気管切開ボタン状チューブからの気管内吸引 ○ ×  

経鼻咽頭エアウェイ内の吸引 ○ ○  

吸引器の準備 

 吸引カテーテルを接続し、決められた吸引圧

に設定すること 

○ ○ 
吸引圧の確認は 

看護職員が行う。 

 

 

経管栄養（胃ろう・腸ろうを含む） 
 

（１） 胃内のチューブの確認 

実施内容 看護職員 
認定特定行為

業務従事者 備考 

鼻から挿入されている管が、鼻に固定されてい

るかの確認。 
○ ○  

注射器で胃内に空気を入れ、音を確認すること。 ○ ×  

 

≪根拠≫ 

  鼻からの経管栄養の場合、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認は、判断

を誤れば重大な事故につながる危険性があり、看護職員が行うことが適当である。 

 

 

（２） 胃ろう・腸ろう部の確認 

実施内容 看護職員 
認定特定行為

業務従事者 備考 

胃ろう・腸ろう切開部の皮膚の状態（びらん・

肉芽など）の確認。 
○ ×  

胃ろう・腸ろう部の管の固定状態の確認。 ○ ×  

 

≪根拠≫ 

  胃ろう・腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経管栄養に比べて相対的に安全性が高いと考えら

れるが、胃ろう・腸ろうの状態の確認は看護職員が行うことが適当である。 
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（３） 胃腸の確認及び注入開始・注入中の確認 

実施内容 看護職員 
認定特定行為

業務従事者 備考 

開
始
時
に
お
け
る
胃
腸
の
確
認 

胃・腸の内容物をチューブから注射器で

引くこと。 
○ ○ 

看護職員が同じ 

場所にいること。 

胃・腸の内容物の性状と量を確認するこ

と。 
○ ○ 

胃・腸の内容物を注射器で胃・腸に戻す

こと。 
○ ○ 

胃・腸の内容物の状態により注入内容と

量を判断すること。 
○ ○ 

注入量の滴下を開始すること（速度設定

を含む）。 
○ ○ 

開
始
後
の
対
応 

注入開始後の観察（姿勢の介助や見守り） ○ ○ 

注入中の速度調節（決められた速度） ○ ○ 

注入中の咳き込み等の異常により、注入

を止める。（クレンメの操作） 
○ ○ 

注入終了時に、接続部まで注入液を流し、

イルリガードルと接続部を外す。 
○ ○ 

白湯を注入し、経管チューブ内の注入物

を流す。 
○ ○ 

内服薬を注入すること。 ○ ○ 

 

≪根拠≫ 

  経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、看護職員が行うことが望ましいが、開始後の対

応は多くの場合は教員によっても可能であり、看護職員の指示の下で教員が行うことは許容され

るものと考えられる。 

  

 

（４） その他の内容 

実施内容 看護職員 
認定特定行為

業務従事者 備考 

注入液の準備 

（注入液の計量と加温、イルリガードルに入れ先

端部まで満たすこと） 

○ ○ ※教員も可 

シリンジによる注入 ○ ○  

口腔ネラトン法による注入のカテーテル挿入 ○ ×  
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導尿 

 

 

 （１） 尿道口の消毒・カテーテルの挿入 

実施内容 看護職員 教員 

尿道口を消毒薬で清拭消毒する。 ○ × 

カテーテルを尿道口に挿入する。 ○ × 
 

≪根拠≫ 

  尿道口の清拭消毒やカテーテルの挿入を本人が自ら行うことができない場合には、看護職

員が行う。 

 

 （２） 導尿の介助 

実施内容 看護職員 教員 

導尿の必要物品の準備 ○ ○ 

カテーテルの挿入時に、尿器や姿勢の保持をする。 ○ ○ 

下腹部を圧迫し、尿の排出を促す。 ○ × 

カテーテルを抜く。 ○ × 
 

≪根拠≫ 

  本人又は看護職員がカテーテルの挿入を行う場合には、尿器や姿勢の保持等の補助を行う

ことには危険性はなく教員が行っても差し支えないものと考えられる。 

 

 （３） 自己導尿の観察・健康管理 

実施内容 看護職員 教員 

導尿の実施時間の確認 ○ ○ 

尿の性状等の確認・記録 ○ ○ 

尿量の水分摂取の確認・助言 ○ ○ 

全身状態の健康観察への指導・助言 

（体温、皮膚のむくみ・乾燥等） 
○ ○ 

 

 （４） その他の内容 

実施内容 看護職員 教員 

排便時の介助（清拭・便の処理） ○ ○ 

浣腸や摘便 ○ × 

 

 

 

 

 

※導尿は、認定特定行為業務従事者ができる医療的ケアの内容ではない。 
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人工呼吸器の管理               

 下記の表については、対応の目安として示すものであり、詳細については、主治医に確認し、対応を

マニュアルに記入する。 

※１ 「蘇生バッグ」は自己拡張式バックにより、手動で送気し自己換気を行う器具である。日常的生活や

緊急時にも使用し、バックバルブとも呼ばれる。 

※２ 自発呼吸ありの児童・生徒で、一時的に人工呼吸器から気管カニューレの接続を休止する時に気管カ

ニューレに付けるタイプの人工鼻を装着する。人工呼吸器への接続を再開する時はこの人工鼻を外す。  

項目 具体的な行為/手技等 看護職員 教員 

健康観察 登校時・下校時の健康観察は複数で行う。 〇 〇 

アラームの表示の確認・連絡  〇 〇 

アラームの消音 画面にて操作を行う。 〇 － 

人工呼吸器の設定 主治医が行うため、学校では設定変更不可。 － － 

人工呼吸器の設定の確認 

・加湿器含む 

アラームの作動の確認 

ロックを解除しての確認は行わない。表示パネル

で目視できる場合に実施する。 

〇 〇 

作動確認(定期巡回時も実施) 

・加湿器含む 

回路の確認/呼気ポートの確認/バッテリー残量

の確認をする。 
〇 〇 

人工呼吸器の電源の ON/OFF、 

着脱・加湿器含む 
◆教員は、緊急時は実施可 〇 － 

蘇生バッグ※１を使用した用手加圧

換気 

移動時の人工呼吸器一時的着脱時/緊急時使用す

る。 
〇 － 

人工鼻(気管カニューレにつけるタイ

プ)の着脱 

自発呼吸ありの児童生徒への、一時的なカニュー

レへの人工鼻の着脱※２ 
〇 〇 

人工鼻(人工呼吸器回路とフレキシブル

チューブの間に挟むタイプ)の着脱 

加湿器使用なしの時に回路とフレキシブルチュ

ーブの間に装着し、加湿器使用時は外す。 

◆教員は、緊急時は実施可 

〇 － 

回路の一時的着脱 
基本的に着脱は看護職員が行う。 

◆教員は、吸引時の補助や緊急時は実施可 
〇 － 

回路内の結露水、ウォータートラッ

プ内に溜まった水の確認 

教員はウォータートラップ内に溜まった水を確

認し、看護職員に伝える。 
〇 〇 

回路内の結露の除去 結露水の除去を行う。 〇 － 

回路の変更 

人工呼吸器回路用の人工鼻(人工呼吸器

回路とフレキシブルチューブの間に挟む

タイプ)を着脱する場合を除く) 

回路の変更は保護者とする。 

◆看護職員は、緊急時は実施可 
－ － 

電源切り替え バッテリーと AC電源切り替える。 〇 － 

移乗・姿勢変換時の回路の確認  〇 〇 

移動・姿勢変換時に伴う人工呼吸器

の移動と持ち運び 
車いすからストレッチャー等への移動 〇 〇 

電源差し替え 教室移動に伴う AC電源差し替え 〇 〇 

バッテリー交換  〇 － 
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（様式１（表））【保護者から学校への医療的ケアの実施申請】 

 

 年 月 日 

県立○○学校長 殿 

 

部 ・ 学 年             

児童生徒氏名             

保 護 者 氏 名        （自署） 

 

医療的ケアの実施について（申請） 

 

茨城県教育委員会医療的ケア支援事業実施要項の定めるところにより、医療的ケアを実施して

くださるよう、下記のとおり申請します。 

なお、下記の主治医と相談の上、申請したことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 主治医名 

 (1) 病 院 名  

 

 (2) 主治医名  

 

２ 依頼する理由 

 

 

３ 依頼する医療的ケアの内容 

□ 吸引 

□ 口腔内 □ 咽頭・喉頭部 □ 経鼻気管内 □ 気管切開  □ 経鼻咽頭エアウェイ内 

□ 経管栄養 

□ 経鼻  □ 胃ろう    □ 腸ろう   □ その他 （              ） 

□ 導尿 

□ 自己導尿補助       □ 導尿  

□ 酸素療法 

□ 酸素カニューラ      □ 酸素マスク 

□ 人工呼吸器の管理 

□ その他 

□ 血糖管理  

□ 血糖測定        □ インシュリン注入         □ その他（          ) 

  □ 薬液吸入            □ 中心静脈栄養  

□ その他（                                                          ） 

 

４ 健康状態 

 

 

５ 主治医承諾の有無及び参考意見等 

 

 

６ その他 
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（様式１（裏）） 

医療的ケア実施に関する同意書 
 

 以下の事項をよくお読みいただき、チェックをしてください。 

1 
学校での医療的ケアを実施する上で主治医の指導・助言が必要な場合に、学校関係者

が受診に同行する等により、主治医と直接相談することがあります。 
□ 

2 

県教育委員会、学校医、巡回指導医、連携医療機関等と情報共有します。 

学校生活を送る上で必要な範囲で、他の在籍児童生徒や保護者との間で情報共有を行

う場合があります。 

□ 

3 

医療機関への受診、学校が求める各種書類の用意及び提出、カンファレンスの実施な

ど、学校での安全な受入れ及び医療的ケアの実施、円滑な教育活動の実施のため、協力し

ます。 

□ 

4 
学校では、主治医による指示書に基づき医療的ケア、教育活動及び緊急時の対応を行

います。指示されていない医療的ケア等は行うことはできません。 
□ 

５ 
児童生徒の状況が変わった場合には、改めて指示書ほか教育委員会が必要と認める書

類の提出を求めることがあります。 
□ 

6 
登校前に家庭にて健康観察を行ってください。顔色、動作、食欲、体温等が普段と異な

り、児童生徒の体調が悪い時には登校を控えてください。 
□ 

7 

医療的ケアを安全に実施するため、入学時や転学時のほか、夏休み等の長期休業や長

期の入院後はじめて登校する際などには、安定して医療的ケアを実施できるまでの一定の

期間、保護者等に付き添いの協力を依頼する場合があります。 

□ 

8 
学校が必要と認めるときには、主治医等を受診ください。なお、その費用は保護者の負担

となります。 
□ 

9 
在校中に児童生徒の健康状態に異変があった場合などに備え、必ず保護者等と連絡が

とれるようにしてください。 
□ 

10 

児童生徒の症状に急変が生じ、緊急事態と学校が判断した場合やその他必要な場合に

は、学校が事前に確認している医療機関に連絡を行い、必要な措置を講じます。同時に児

童生徒の保護者等に連絡を行います。 

また、保護者等へ連絡する前に児童生徒を医療機関に搬送し、受診又は治療が行われ

ることがあります。それに伴い生じた費用は保護者の負担となります。 

□ 

11 

保護者は、医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、医薬品及び消耗品等を不

足なく、保護者の費用負担の上で準備・点検・整備し、学校に預託することとします。使用後

の物品は、家庭に持ち帰ることとします。 

□ 

12 医療機関に支払う診察報酬、文書料等は保護者が負担することとします。 □ 

13 
学校は、個別の実施マニュアル等の関係書類を作成する過程において、内容等を保護

者へ確認し、合意形成を図りながら進めるとともに、保護者はそれに協力するものとします。 
□ 

14 上記のほか、必要に応じ学校・教育委員会との間で取り決めた事項を遵守します。 □ 

 

県立○○特別支援学校長 

 

  以上に掲げる事項について、全て同意します。 

                       令和   年   月   日 

 

                       保護者氏名                
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（様式１－２）【学校から保護者への医療的ケアの実施見合わせに係る通知】 

記号 第   号 

年 月 日 

 

保護者 殿 

 

県立○○学校長   

    （ 公 印 省 略 ）  

 

医療的ケアの実施申請について（通知） 

 

 年 月 日付けで依頼のありました上記のことにつきましては、医療的ケア安全委員会で慎

重に協議しましたが、下記の理由により医療的ケアの実施を見合わせることになりましたので通

知いたします。 

なお、お子さんの健康状態等の改善が見られた場合には、再度医療的ケア安全委員会で検討す

ることを申し添えます。 

 

 

記 

 

 

１ 児童生徒氏名    部  年            

 

２ 医療的ケアの内容 

 

３ 医療的ケアの実施が不適当な理由 
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（様式２）【学校から主治医宛の指示書記入の依頼】 

記号 第   号 

 年 月 日 

 

主治医 殿 

 

茨城県立○○学校長   

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

指示書の記入について（依頼） 

 

 

○○の候、貴殿におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

また、本校児童生徒の健康管理等の御指導をいただき感謝申し上げます。 

さて、本校に在籍しております下記の児童生徒の保護者から、別添写しのとおり、校内におけ

る医療的ケアの実施についての依頼がありました。 

つきましては、本児童生徒の医療的ケアについて、御指示・御指導を賜りたく存じます。 

御多用のところ誠に恐縮ですが、別紙指示書の記入をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

 

 児童生徒名 

 

      部   年              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付：様式１の写し、様式３ 
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（様式３－１） 

指 示 書  

     部    学年 児童生徒氏名                          

＜経管栄養＞          

胃ろう    胃ろうボタン（製品名：                  規格：     Fr    cm） 

水
分
注
入 

[ 
 

 
] 

実施時間 
□AM10：30 頃  □PM14：00 頃 

 ＊基本的に前回の注入（水分・栄養）から１時間以上空けて実施     

内容 
□白湯   □茶   □ソリタ液   □スポーツドリンク  ：    （    ）ml ～（    ）ml    

□その他（栄養剤や牛乳やジュース類は不可。                                  ） 

方法 
□シリンジ  □１回で注入  □2 回に分ける（分ける場合は 10 分間隔で注入） 

□栄養ボトル 10 分間で注入 

体位 □車椅子 バギー （ リクライニング： 有 ・ 無）    □床上 （ 仰臥位 ・ 上体挙上 ） 

追加処置 仰臥位による脱気の必要 （ 有 ・ 無 ） 

昼
食
注
入 

[ 
 

 
 

] 

実施時間 12 時頃  ＊基本的に午前中の水分注入から約 1 時間以上空けて実施 

内容 
□半固形栄養剤（ラコール・イノソリッド・その他）          （      ）ml   □＋白湯（     ）ml 

□液体栄養剤（エネーボ・イノラス・ラコール・その他）       （      ）ml  □＋白湯（     ）ml 

□経口摂取後の水分（白湯・茶・ソリタ液・スポーツドリンク等）（      ）ml 

方法 

□シリンジ  
□2 回に分ける（□15 分間隔 □20 分間隔 □30 分間隔） 

□3 回に分ける（□10 分間隔 □15 分間隔） 

□栄養ボトル 
□20 分間  □30 分間  □45 分間 

 

体位 □車椅子 バギー （ リクライニング:  有 ・  無）  □床上 （ 仰臥位 ・ 上体挙上 ） 

追加処置 仰臥位による脱気の必要 （  有  ・  無  ） 

注
入
時
の
注
意
事
項 

留意事項 

胃残量による対応 

 

□ 15ml □ 30ml □ 50ml □ 100ml 未満、全量注入 

15ml～30ml 30m～50ml 50ml～100ml 100ml～150ml 未満、差し引き注入 

30ml 50ml 100ml 150ml 以上、中止 

中止 

すべき時 

□体調不良時 

・ コーヒー残渣様の胃残が、□『差し引き注入する量』引けた時、／□量に関わらず、中止する。 

・ 緑黄色の胃残が引けた時、□少量でも中止する。／□『全量注入する量』以内ならば中止しない。 

□その他の中止すべき時（                                           ） 

緊
急
時
の
対
応 

胃ろうボタン抜去時の対応 ： きれいなタオルやハンカチやガーゼ等で保護し、保護者に連絡する。 

□主治医病院を受診し挿入してもらう。 

□近隣医療機関＊で処置を受けて学校に戻ってよい。（＊受診歴があり、事前に主治医との取りきめがある場合） 

 
茨城県立○○特別支援学校長 殿                           年       月       日 
 

病院名              TEL                      
 

医師名                              （自署） 
 

年度内の変更確認日（年月日）    

主治医・指示医サイン 
                  

 

 

各指示書は、必要に応じて項目等の変更可。各項目を確認、内容を理解した上で、主治医に依頼すること。 
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（様式３－１） 

指 示 書  

       部    学年 児童生徒氏名                      

＜経管栄養＞          

経鼻胃管  栄養チューブ（規格   Fr  cm） 挿入長（   ）cm 外に出ている長さ（   ）cm 

水
分
注
入 

[ 
 

 
 

] 

実施時間 
□AM10：30 頃  □PM14：00 頃 

 ＊基本的に前回の注入（水分・栄養）から１時間以上空けて実施     

内容 
□白湯  □茶    □ソリタ液   □スポーツドリンク  ：    （    ）ml ～（    ）ml    

□その他（栄養剤や牛乳やジュース類は不可。                             ） 

方法 
□シリンジ  □1 回で注入  □2 回に分ける（分ける場合は 10 分間隔で注入） 

□栄養ボトル 10 分間で注入 

体位 □車椅子 バギー （ リクライニング： 有 ・ 無）    □床上 （ 仰臥位 ・ 上体挙上 ） 

追加処置 仰臥位による脱気の必要 （有 ・  無） 

昼
食
注
入 

[ 
 

 
 

] 

実施時間 12 時頃  ＊基本的に午前中の水分注入から約 1 時間以上空けて実施 

内容 
□半固形栄養剤（半固形ラコール・その他）          （      ）ml   □＋白湯（      ）ml 

□液体栄養剤（エネーボ・イノラス・ラコール・その他）  （      ）ml  □＋白湯（      ）ml 

方法 

□シリンジ  □2 回に分ける（□15 分間隔 □20 分間隔 □30 分間隔） 

□3 回に分ける（□10 分間隔 □15 分間隔） 

□栄養ボトル □20 分間  □30 分間  □45 分間 

体位 □車椅子 バギー （ リクライニング:  有 ・  無）  □床上 （ 仰臥位 ・ 上体挙上 ） 

追加処置 仰臥位による脱気の必要 （  有  ・  無  ） 

注
入
時
の
注
意
事
項 

留意事項 

胃残量による対応 

□ 15ml □ 30ml □ 50ml □ 100ml 未満、全量注入 

15m～30ml 30m～50ml 50ml～100ml 100ml～150ml 未満、差し引き注入 

30ml 50ml 100ml 150ml 以上、中止 
 

中止 

すべき時 

□体調不良時 

・ コーヒー残渣様の胃残が、□『差し引き注入する量』引けた時、／□量に関わらず、中止する。 

・ 緑黄色の胃残が引けた時、□少量でも中止する。／□『全量注入する量』以内ならば中止しない。 

□その他の中止すべき時（                                      ） 

緊
急
時
の
対
応 

栄養チューブが注入中に抜けた時 ： 直ちに注入を中止し、保護者に連絡して主治医受診を勧める。 

栄養チューブが注入前に抜けた時 ： 

□抜けた長さが 2cm 未満の場合は、そのまま固定して、口腔内にチューブがなく、胃内容物を吸引し先端が胃内

にあることを確認後、注入開始してよい。 

□2cm 以上抜けた場合は、□そのまま固定して保護者に連絡する。／ □抜去して保護者に連絡する。  

□抜けた長さに関わらず、 □そのまま固定して保護者に連絡する。／ □抜去して保護者に連絡する。  

 
茨城県立○○特別支援学校長 殿                           年       月       日 
  

病院名                       TEL                      
 
                             医師名                           （自署） 
 

年度内の変更確認日（年月日）    

主治医・指示医サイン 
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（様式３－２） 

指 示 書 
                                     部    学年 児童生徒氏名                      
 

＜たんの吸引＞ 

① 口腔〔   〕   ② 鼻腔〔   〕 

吸引の目安 
□ 喘鳴がある時 □ 分泌物がある時 □ SpO₂が低下した時 □ 胃内注入前吸引 

□ その他（                              ） 

吸引方法 

 

・吸引圧 （最大 25 kPa） ： □  15 ～ 20 kPa   □ その他      ～    kPa  

 

・吸引チューブの太さ   ： □ 8 Fr  □ 10 Fr  □ その他               

 

・吸引チューブの挿入長 : □ 口腔         cm ～       cm 

 

□ 鼻腔         cm ～       cm 

吸
引
時
の
注
意
事
項 

留意事項 

□ 胃食道逆流症がある。 

□ 吸引により、迷走神経反射が誘発されやすい。 

□ 吸引により、けいれん発作が誘発されやすい。 

□ その他（                                                ） 

中止 
すべき時 

□ 発作が出現した時 

□ 嘔吐反射が繰り返し誘発された時 

□ 鼻腔口腔からの出血が持続的に確認された時 

□ その他（特別な留意事項：                                        ） 

緊急時の対応 

 

吸引中の体調不良時（嘔吐、徐脈、頻脈、顔色不良、けいれん等）は、保護者に連絡する。 

 

□ 状況により、同時に救急車を要請する。（付添いは保護者。状況により担任教諭。） 

 
 
茨城県立○○特別支援学校長 殿   
                                                 年        月        日 
 
 

病院名                       TEL                   
 
 

医師名                                 （自署） 
 
 

年度内の変更確認日（年月日）    

主治医・指示医サイン 
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（様式３－２） 

指 示 書 
                                 部    学年 児童生徒氏名                      

 

＜たんの吸引＞ 気管カニューレ 
  術式 ： □ 単純気管切開孔 □気管皮膚縫着孔 ／ 誤嚥防止術 : □ 有 □ 無 

吸引の目安 
□ 喘鳴がある時 □ 分泌物がある時 □ SpO₂が低下した時 □ 胃内注入前吸引 

□ その他（                                             ）                                                 

吸引方法 

・気管カニューレ： 

製品名              規格・サイズ                  □カフ有（    cc） 

 

・吸引圧 （最大 25 kPa） ： □  15 ～ 20 kPa   □ その他      ～    kPa  

 

・吸引チューブの太さ   ： □ 8 Fr  □ 10 Fr  □ その他               

 

・吸引チューブの挿入長 :         cm ～       cm 

  □咳嗽反射低下あり。必要時、吸引圧をかけずに咳嗽するまでそっと奥まで挿入する。 

 

・吸引後のバギングについて：回数制限 □あり（1～2 回まで） ／ □なし（3～4 回程度可） 

吸
引
時
の
注
意
事
項 

留意事項 

□ 気管内肉芽がある。 

□ 胃食道逆流症がある。 

□ 吸引により、迷走神経反射が誘発されやすい。 

□ 吸引により、けいれん発作が誘発されやすい。 

□ その他（                                                ） 

中止 
すべき時 

□ 発作が出現した時 

□ 嘔吐反射が繰り返し誘発された時 

□ 気管内からの出血が持続的に確認された時 

□ その他（特別な留意事項：                                        ） 

緊急時の対応 

吸引中の体調不良時（嘔吐、徐脈、頻脈、顔色不良、けいれん等）は、保護者に連絡する。 

□ 状況により、同時に救急車を要請する。（付添いは保護者。状況により担任教諭。） 

 

気管カニューレの計画外抜去時 ： 可能な限り再挿入を試みつつ、保護者に連絡する。 

 ・再挿入が困難な場合は救急車を要請する。（付添いは保護者。状況により担任教諭。） 

 ・再挿入出来た場合の対応 ： □保護者の判断に委ねてよい。 

□主治医の病院を受診する。 

□近隣医療機関＊を受診する。 

（＊受診歴があり、事前に主治医との取りきめがある場合） 

 
 
茨城県立○○特別支援学校長 殿                       年        月        日 
 

病院名                      TEL                     
 
 

医師名                               （自署）  
 

年度内の変更確認日（年月日）    

主治医・指示医サイン 
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（様式３-３） 

指 示 書 
                          部   学年 児童生徒氏名                    

 

＜導尿＞ 

実
施
の
目
安 

実施時間 

学校 自宅（参考） 

□AM（10：30 頃） 

□PM（14：00 頃） 

 
＊休憩時間に実施します。 

1 日（  ）回 （   ～   ）時間毎 

実際の実施時間 

①      ②      ③       

④      ⑤      ⑥       

⑦      ⑧       

体位 □臥位        □座位       □どちらでも可 

尿測 □有          □無 

導
尿
時
の
注
意
事
項 

基本事項 
ネラトンカテーテル（        Fr        cm） 

用手圧迫する、腹圧をかける ： □可 ／ □不可 

留意点 

□膀胱尿道逆流症がある。 

□尿道形成術後である。 

□VP シャントがある。 

□その他（カテーテル挿入のコツなど                               ） 

中止 

すべき時 

□カテーテル挿入困難時 

□尿道から出血が見られる時 

□その他（特別な留意事項：                                  ） 

緊
急
時
の
対
応 

導尿処置時において、以下の場合は、保護者に連絡して主治医受診を勧める。 

    □カテーテル挿入困難時 

    □尿の流出が見られない時 

    □血尿が見られる時 

    □尿道から出血が見られる時 

    □その他（特別な留意事項：                                         ） 

 

 

茨城県立○○特別支援学校長 殿                      年       月        日 

 

                          病院名                    TEL                  

 

                          医師名                             （自署）     

 

年度内の変更確認日（年月日）    

主治医・指示医サイン 
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（様式３-４） 

指 示 書 
                          部   学年 児童生徒氏名                    

 

＜人工呼吸器管理＞ 

管
理
情
報 

気管孔 

□ 単純気管切開孔    □気管皮膚縫着孔 

誤嚥防止術： □ 無  □ 有 

カ フ  ： □ 無  □ 有（カフ内空気圧【        】mL） 

自発呼吸 

一時離脱 

家庭での使用 

学校での使用 

□ 無      □  有 

□ 不可     □  可  ： 離脱可能時間（       ） 

□ 常時        □  適時 ： 使用の目安 （       ） 

□ 常時       □  適時 ： 使用の目安 （       ） 

使用回路 
□ パッシブ   □  アクティブ     □ その他（            ） 

□ 加湿器回路 □ 人工鼻回路 

設定 

□ モード   （                     ） 

□ 一回換気量（                     ）mL 

□ PIP/IPAP  (                         ) hPa・cmH２O   

□ PEEP/EPAP （                        ）hPa・cmH２O 

□ 吸気時間  （                          ）秒   

□ 呼吸回数  （                        ）回 

酸素 

□ 不要 

□ 常時使用 （    ～     ）L/分 

□ 適時使用： 使用の目安（         ） 

留
意
点 

作
動
中
の 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

タイミング 
□ 登下校時   □ 注入時（水分・昼）  □ 吸引時   □ 移乗時 

□ 不要 

項目 

□ 一回換気 （    ～     ）mL   

□ 呼吸回数 （    ～     ）回/分 

□ 気道内圧 （    ～     ）hPa・cmH２O 

□ リーク  （    ～     ） 

□ その他  （                          ） 

登校可能な体調の

見極めの目安 

□  SpO2   （                   ） 

□  心拍   （                 ） 

□  その他  （                  ） 

緊
急
時
の
対
応 

回路閉塞、回路外れが疑われる時：蘇生バッグで加圧し、胸郭運動を確認する。同時に救急車の要請を行う。 

気管カニューレの計画外抜去時：気管カニューレの指示書に基づく対応をする。 

留意事項 ： □ 蘇生バッグで加圧をしてはいけない    □ 酸素投与をしてはいけない 

その他：（                                                               ） 

 

茨城県立○○特別支援学校長 殿                      年       月        日 

 

                          病院名                    TEL                  

 

                          医師名                             （自署）     

 

年度内の変更確認日（年月日）    

主治医・指示医サイン 
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（様式４） 

 

医療的ケアに関するマニュアル（○○○○に関する個別マニュアル） 

 

作 成 日 令和  年  月   日 

作成者氏名              

 

氏 名  学部  学 年  性 別  

実施条件  

必要物品  

項  目  

１ 準備物のセッティング 実施の手順 留意事項 

２ ○○○○  

 

 

 

 

 

 

３ ○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

後片付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

上記のマニュアルについて確認しました。 

                     年       月        日 

 

                          保護者氏名                          （自署）     

 

 年度内の変更確認日（年月日）    

保護者サイン 
   

必要に応じて様式の変更可 
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（様式５）【学校から保護者宛実施通知】 

記号  第  号 

 年 月 日 

 

○○ ○○ 殿 

 

 

県立○○学校長   

（公 印 省 略） 

 

医療的ケアの実施について（通知） 

 

年 月 日に申請のありました医療的ケアの実施について、検討の結果、下記のようになりま

したので通知します。 

 

記 

 

１ 児童生徒氏名     部  学年 氏名             

 

 

２ 実施期間  年 月 日（ ）から 年３月 31日（ ） 

 

 

３ 実施する医療的ケアの内容と範囲 

 

 

 

 

 

４ 実施者の職氏名 

 

 

 

５ 保護者の留意事項 

・ 当日の健康状態について、別紙様式「健康チェックカード」により具体的に知らせてくださ

い。 

・ 緊急の場合に連絡の取れるようにお願いいたします。 

・  

・   主治医の意見書を参考に記載する。 

・  
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（様式６）【学校から県教委宛実施届】 

記号  第  号 

 年 月 日 

県教育委員会教育長 殿 

（特別支援教育課扱い） 

 

県立○○学校長   

（公印省略）    

 

校内における医療的ケアの実施について（届） 

 

 上記のことについては、本校の医療的ケア安全委員会で協議した結果、下記のとおり実施した

いのでお届けいたします。 

 

記 

 

 
摘   要 

対 象 児 童 生 徒 氏 名   部  学年 

児 童 生 徒 保 護 者 氏 名  

当 該 医 療 的 ケ ア 

□喀痰吸引         

□経管栄養（経鼻経管・胃ろう） 

□導尿            

□酸素療法 

□人工呼吸器の管理      

□その他（         ） 

看 護 職 員 名  

確 認 事 項 

□ 保護者による個別マニュアルの確認日 

 

  令和   年   月   日 

学 校 で の 医 療 的 ケ ア 

実 施 開 始 日 
令和   年   月   日 

様式１、３、４は、本紙と併せて学校で保管する。（県提出は本紙のみ） 
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（様式６-２）【学校から県教委宛 実施者の追加届】 

 

記号  第  号 

 年 月 日 

 

県教育委員会教育長 殿 

（特別支援教育課扱い） 

 

県立○○学校長   

（公印省略）    

 

 

校内における医療的ケアの実施者の追加について（届） 

 

 

 上記のことについては、本校の医療的ケア安全委員会で協議した結果、下記のとおり実施した

いのでお届けいたします。 

 

記 

 

 

 
摘   要 

追 加 す る 看 護 職 員 名    

当 該 医 療 的 ケ ア 

□喀痰吸引         

□経管栄養（経鼻経管・胃ろう） 

□導尿            

□酸素療法 

□人工呼吸器の管理      

□その他（         ） 

手 技 を 確 認 し た 日 令和  年  月  日（ ） 
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（様式６-３）【学校から県教委宛実施届（継続申請）】 

記号  第  号 

 年 月 日 

県教育委員会教育長 殿 

（特別支援教育課扱い） 

 

県立○○学校長   

（公印省略）    

 

校内における医療的ケアの実施について（届） 

 

 上記のことについては、本校の医療的ケア安全委員会で協議した結果、下記のとおり実施した

いのでお届けいたします。 

 

記 

 

児 童 生 徒 ケアの内容 

※から選んで記入する 
看護職員名 

新学部 新学年 氏 名 

     

     

   
 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じてセルの分割、結合等は可 

※ ＜ケアの内容＞ 
ア 経管栄養（鼻腔留置による注入、胃ろう、口腔ネラトン） 
イ 吸引（口腔内・鼻腔内吸引、気管内吸引） 
ウ 吸入（酸素吸入、ネブライザーによる吸入、薬液の吸入） エ 人工呼吸器の使用 
オ 気管切開部の管理    カ 経鼻エアウェイの装着 
キ 導尿（自己導尿、介助導尿） ク その他 
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（様式７）【学校から県教委宛実施経過報告】 
記号  第  号 

 年 月 日 
 
県教育委員会教育長 殿 
（特別支援教育課扱い） 
 

県立○○学校長   
（公印省略）    

 
学校における医療的ケアの実施経過について（報告） 

 
 ○年○月に医療的ケアを実施した児童生徒及びケアの実施内容等は下記のとおりです。 
 

記 

 

児 童 生 徒 ケアの内容 授業 

日数 

出席 

日数 

欠席 

日数 

ケア実施日数 備 考 
欠席理由等 学部 学年 氏 名 

※から選んで 

記入する 学校 保護者 

（例） 

小 
１ 茨城 花子 アイオ 20 18 ２ 16 ２ 6/1～2 入院 

          

          

    
 

     

          

          

          

          

 

 

＜その他の連絡事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＜ケアの内容＞ 
ア 経管栄養（鼻腔留置による注入、胃ろう、口腔ネラトン） 
イ 吸引（口腔内・鼻腔内吸引、気管内吸引） 
ウ 吸入（酸素吸入、ネブライザーによる吸入、薬液の吸入） エ 人工呼吸器の使用 
オ 気管切開部の管理    カ 経鼻エアウェイの装着 
キ 導尿（自己導尿、介助導尿） ク その他 

必要に応じて行を挿入すること 
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（様式８）【保護者から学校への医療的ケアの実施解除依頼書】 

 

 年  月  日 

県立○○学校長 殿  

学 部 ・ 学 年       部     年  

児童生徒氏名               

保 護 者 氏 名           （自署） 

 

医療的ケアの実施解除について（依頼） 

 

このことについて、医療的ケア実施の解除を依頼します。 

なお、下記の主治医と相談の上、申請したことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 解除する医療的ケアの内容 

□ 吸引 

□ 口腔内 □ 咽頭・喉頭部 □ 経鼻気管内 □ 気管切開  □ 経鼻咽頭エアウェイ内 

□ 経管栄養 

□ 経鼻  □ 胃ろう    □ 腸ろう   □ その他 （              ） 

□ 導尿 

□ 自己導尿補助       □ 導尿  

□ 酸素療法 

□ 酸素カニューラ      □ 酸素マスク 

□ 人工呼吸器の管理 

□ その他 

□ 血糖管理  

□ 血糖測定        □ インシュリン注入         □ その他（          ) 

   □ 薬液吸入            □ 中心静脈栄養  

□ その他（                                                           

 

２ 解除期間 

 令和  年  月  日から 

 

３ 主治医名 

(1)病 院 名 

 

(2)主治医名 
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看護職員勤務表 
  学校名 県立○○学校 

○年 ○月  氏 名 ○○ ○○ 
 

日                 

曜                 

出 勤 印 
                

出 勤 時 間                 

退 勤 時 間                 

１日の勤務時間                 

備考（年休等） 
                

 

日                 

曜                 

出 勤 印 
                

出 勤 時 間                 

退 勤 時 間                 

１日の勤務時間                 

備考（年休等） 
                

 

月当たりの時間数 勤務時間の累計  時間 ４月からの勤務時間累計  時間 

（参考） 

3
9
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（様式９）【実地研修を修了したと認められる者（教員）の報告】 

記 号 第    号 

○ 年 ○ 月 ○ 日 

 

県教育委員会教育長 殿 

（特別支援教育課扱い） 

 

県立○○○学校長 

（公印省略）    

 

   実地研修を修了したと認められる者について（報告） 

 

 上記のことにつきましては、本校における実地研修を修了したと認められますので、下記のと

おり実地研修評価票を添付して報告いたします。 

 

記 

１ 修了したと認められる者 

 職名 受講者氏名 
添付する実地研修評価票※ 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

１            

２            

３            

４            

５            

※医療的ケアの内容により該当する評価票１～９に○印を記入する。 

 

評 価 票 １ 

喀痰 

吸引 

口腔内の喀痰吸引（通常手順） 

評 価 票 ２ 口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者：口鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法） 

評 価 票 ３ 鼻腔内の喀痰吸引（通常手順） 

評 価 票 ４ 
鼻腔内の喀痰吸引 

（人工呼吸器装着者：口鼻マスクまたは鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法） 

評 価 票 ５ 気管カニューレ内部の喀痰吸引（通常手順） 

評 価 票 ６ 気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者：侵襲的人工呼吸療法） 

評 価 票 ７ 
経管 

栄養 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下型の液体栄養剤） 

評 価 票 ８ 胃ろうによる経管栄養（半固形栄養剤） 

評 価 票 ９ 経鼻経管栄養（滴下型の液体栄養剤） 

 

添付する評価表は公益財団法人日本訪問看護財団ホームページ「【教員用】学校における教職

員によるたんの吸引等（特定の者対象）研修テキスト（例）」からダウンロードし、各対象者の

個別性に適合させるよう、適宜変更・修正して使用する。 
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第２部 

医療的ケア児の看護ケアの実際 
 

 

１ 医療的ケアにおけるリスクマネジメント 

 

２ 感染予防のための衛生管理 

 

３ 医療的ケアの手順 

 

 

 

・喀痰吸引 

 

・経管栄養（胃ろうを含む） 

 

・導尿 

 

  ・酸素療法 

 

  ・人工呼吸器の管理 

ここでは、医療的ケア児の看護ケアの手順等について例示します。 

個別マニュアルの作成時などに参考にしてください。 
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１ 医療的ケアにおけるリスクマネジメント 

 

  日常私たちが生活している中で、「ヒヤリ」とした「ハッ」とした「ドキッ」としたなど、危うく怪

我や事故に遭ってしまうところだったという経験があると思います。この「ヒヤリ」「ハッ」とした出

来事を「ヒヤリ・ハット」と呼び、このような予期せぬ思いがけない出来事に対して適切な対応が行

われなければ事故（アクシデント）につながってしまったかもしれない事象のことを言います。医療

の現場では、「インシデント」といい、①患者には実施されなかったが、もし実施されていたら何らか

の被害が予測された、②患者には実施されたが、結果的には被害がなく、その後も観察を必要としな

かった、という事象です。 

  この「ヒヤリ」「ハッ」とした出来事には必ず原因があり、その原因について何らかの対策を講じな

かったために同じ事が繰り返されたり、もしくはアクシデントへとつながってしまったりということ

も少なくありません。「ヒヤリ・ハット」の状況が再び繰り返されることがないよう、出来事の状況を

把握し、原因の分析と対策を検討し事故防止に努める、この一連のプロセスを「リスクマネジメント」

といいます。 

 

 

リスクマネジメントのプロセス 

  

 

 

（１）学校での医療的ケアにおけるリスクマネジメント 

   学校においても医療的ケアの実施に伴い、職員ひとりひとりが事故防止の必要性や重要性を認識

し、組織としてリスクマネジメントの考え方を取り入れた事故防止体制を確立させることが必要で

す。各学校においては、事故防止対策の委員会の設置により、ヒヤリ・ハット事例の報告と蓄積、

事例の分析による防止対策、防止策の周知及び研修等を行い、医療的ケアにおける事故防止対策に

関するマニュアルを作成することが求められます。 

 

（２）医療的ケアにおけるリスクマネジメントに必要な整備内容 

  医療的ケアの事故防止対策マニュアルの作成にあたり、次のような整備体制が挙げられます。 

ア 事故防止対策の委員会設置（医療的ケア安全委員会） 

    医療的ケアにおけるヒヤリ・ハット事例への対応（リスクマネジメント）や職員への事故発生

時における対応体制など事故防止のための具体的なシステム作り、定期的な校内体制の検討、マ

ニュアルの見直しなど事故防止における中心的な組織活動を行います。具体的には以下のような

内容が考えられます。 

（ア）事故防止対策の検討及び研究 

（イ）ヒヤリ・ハット事例の収集と分析及び再発防止策の検討 

（ウ）事故防止のために行う職員への周知・研修 

（エ）ヒヤリ・ハット事例に関する記録の点検 

（オ）校内整備の具体案の検討と提言 

 

リスクの把握 リスクの分析 リスクへの対応 対応の評価 
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イ ヒヤリ・ハット事例の報告 

  医療的ケアを実施する過程で「あれ？いつもと違うな」「気が付いて良かった」「大事には至らな

くて良かった」など、ヒヤリ・ハットの程度にかかわらず事故につながる可能性があった事象につ

いて速やかに、そしてありのままに報告することが大切です。この報告書は、事例をもとに環境整

備やマニュアルの見直し、教職員の研修の充実など医療的ケアの安全性を高めていくためにとても

重要な資料にもなります。事象が起きたことを責めたり、反省文のようなものになったりするので

はなく、事象の状況が把握でき、かつ記入者が書きやすい報告書の様式の工夫と、報告書への記載

方法の説明が必要です。 

 

ウ ヒヤリ・ハット事例の分析 

報告書で提出された事例は、対策委員会で発生要因の探求や再発・未然防止のための対策を検討

します。原因の分析にあたっては複数の人がそれぞれの立場から分析することで、当事者のみでは

見落としてしまいがちな要因も探ることができます。この分析と防止策に伴い、要因回避のための

環境整備やマニュアルの見直し、職員の研修等が行われるようにします。 

 

エ ヒヤリ・ハット事例の蓄積 

ヒヤリ・ハット事例の報告とその分析について、事例集を作成するなどして関係職員への周知と

情報を共有することにより、職員ひとりひとりのリスク感性を高め、ヒヤリ・ハットに対する意識

改革と未然防止に役立つものになります。 
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（３）「ヒヤリ・ハット」を回避するために 

ア コミュニケーションと指差呼称 

ヒヤリ・ハットが生じる原因として、「伝達が十分でなかった」「情報が共有されていなかった」

「確認せずに行った」など、実施者間のコミュニケーション不足や確認不足が挙げられます。保

護者からの申し送りやケア実施中の声かけのほか、作業を声に出して確認したり、複数でマニュ

アルの確認をしたりするなど、普段からコミュニケーションを取り合える体制づくりをすること

がとても大切です。 

 

イ 定期的なマニュアルの確認・見直し 

慣れや記憶に頼った思いこみや勘違いなどでヒヤリ・ハットが生じる例もたくさんあります。

量や時間、手順の確認や、環境や手順の不具合などを定期的に見直すことも大切です。同じよう

なヒヤリ・ハットが繰り返される状況には、何かしら改善されていない要因があるはずです。ヒ

ヤリ・ハットの事例を蓄積することにより現場では気づかなかった課題点が見えてくることが期

待できます。 

 

ウ リスクへの認識を高める 

右にある「ハインリッヒの法則」の図は一つの重 

大な事故の背景にある小さな事故の件数が示されて

いますが、ヒヤリ・ハットの経験の背景には、重大な

事故につながる要因があるともいえると言うことで

す。危険があると思いながらの実施と思わないのと

では、実施する際の留意点や事象が生じた時の対応

は違ってきます。小さなヒヤリ・ハットの経験でもそ

こにあった要因を明らかにし、早い時期に対策を講

じることで重大な事故を回避することができ、また、

その体験を仲間と共有することでお互いがリスクへ

の認識を高め合うことができます。 

 

 

 

 

ハインリッヒの法則 

重大事故１ 

軽微な事故２９ 

ヒヤリとするような事故

（ヒヤリ・ハット） 
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２ 感染予防のための衛生管理 

（１）感染症とは 

   私たちの身の回りには、目に見えない様々な微生物があらゆるところに住み、それが人のから

だの中で増殖した場合、感染が起き、発熱・咳・腹痛・嘔吐・下痢等の感染症状を引き起こすこ

とがあります。 

 

（２）感染症の発症について 

   微生物の病気を起こそうとする力（病原性：毒力と菌量）が人の抵抗力よりも強くなった場合

に感染が起き、微生物の数が増えて病原性そのものが強い場合や、もともと感染力が非常に強い

場合は感染しやすくなります。逆に、人の抵抗力が非常に弱い場合は、普段症状を起こさない菌

やウィルス等に感染し病気になることもあります（日和見感染）。特別支援学校には、非常に抵

抗力の低下した児童生徒等（易感染性患者）がいるため日和見感染に注意する必要があります。 

   感染の要因として次の３つの要素が関係します。   

①感染者（感染源） 

②感染経路 

③感染を受けやすい人（感受性のある宿主） 

 

 

 

 

 

（３）感染経路 

   感染した人や動物、それらの排泄物等の感染源から病原体が人に移行し感染する道すじが感染

経路です。感染経路には次の５つがあります。 

ア 接触感染 

    学校内で最も重要で頻度の高い感染様式です。ケアの実施者の手洗いがなされなかったり、

手袋が交換されなかったりすると起こります。（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌・緑膿菌等・

０-157） 

イ 飛沫感染 

感染源である人が、咳やくしゃみ、会話等をすることによって飛沫が生じ起こる感染です。

飛沫は空気中に浮遊し続けることはありません。（インフルエンザ・普通感冒・マイコプラズ

マ肺炎等）約 1ｍ以内の範囲で飛散し、床に落下します。 

ウ 空気感染 

微生物を含む飛沫の水分が蒸発して、５μm 以下の小粒子として長時間空気中に浮遊する

場合に空気感染が起こります。（結核・麻疹・水痘等） 

エ 物質媒介型感染 

汚染された食物、水、血液、装置、器具等によって伝播される感染ルートです。（食中毒・

Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎等） 

オ 昆虫媒介感染 

    蚊・ハエ・ネズミ等の害虫が伝播することにより起こる感染です。 

（マラリア、リケッチア感染症等。日本ではほとんど問題になりません。） 

①感染者（感染源） ②感染経路 
③感染を受けやすい人 

（抵抗力・免疫力の低下） 

感染症 保菌者 
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（４）感染予防の基本 

   教職員自身が感染しないことはもちろん大切ですが、感染を広げる媒体とならないということも

重要です。したがって、感染の予防は感染経路を絶つことが基本であり、そのために手洗い、うが

い、殺菌、排泄物等の適切な処理が重要となります。 

＜スタンダードプリコーション（標準予防策）＞ 

 スタンダードプリコーション（標準予防策）とは、すべての対象者の血液、体液、排泄物、喀

痰や唾液などの分泌物は、感染の可能性のある物質として取り扱うことを前提とし、手洗いや手

指消毒、手袋やマスク、ガウンなどの防護用具を適宜使用して、感染の拡大を防ごうとする考え

方です。 

 また、風邪やインフルエンザなどの感染症症状のある人が、くしゃみや咳で飛沫（ひまつ）を

飛ばさないように、マスクを装着したり、正しい方法でマスクを外したりすることも重要です。 

 

（５）手洗いの基本 

   標準予防策の基本は手洗いです。手洗いは、「一つのケアごと」に、「ケアの前後」に行います。 

正しい方法を身に付け、ケアを実施する前後に、きちんと手洗いをしましょう。手洗いには、 「流

水と石けんによる手洗い」と「消毒剤による手洗い」の２種類あります。基本的には流水と石けん

を用いた手洗いを行いましょう。流水での手洗いができない場合は、速乾性擦式手指消毒剤による

手洗いを行います。流水と石けんで手を洗う時は、時計や指輪は外しましょう。爪は短く切ってお

き、指先や爪の間、指の間も忘れないように洗いましょう。15 秒以上 30 秒程度、時間をかけて洗

いましょう。石けんはポンプ式液体石けんが、より清潔です。蛇口式水栓の場合は、手洗いしてい

る間、水を流し続け、ペーパータオルで手を拭いた後、蛇口をペーパータオルで締めて水栓を止め

ます。タオルの共有は感染のおそれがありますので、絶対に共有しないようにしましょう。 
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（６）感染の拡大防止 

   学校内で人が手を触れる可能性がある場所は、すべて感染経路になると考えられます。 

感染予防のためには、普段から多数の人が手を触れる箇所は定期的に消毒する必要があります。

また、嘔吐、下痢等を発症し感染が疑われる人がいた場合は、普段よりも頻繁に消毒します。 

消毒液は、使用目的や対象となる病原体によって使い分け、適正な濃度、効果のある時間及び

温度で用いる必要があります。また、一般に消毒液は有機物（血液、痰等の分泌物、嘔吐物、便

等の排泄物等）が混じると効果が低下するので、消毒前に十分に水洗い等を行い、有機物を取り

除くようにすることが必要です。 

 

（７）連絡体制 

   感染症の発生時に適切な対応ができるよう、普段から学校内で学校医や保健所及び教育委員会

の学校保健担当部署等への連絡体制を整備しておきます。 

 

（８）感染予防の対策例 (日常的な衛生管理 ①手洗い②咳エチケット③清掃・消毒) 

日常の基本的予防 

（手洗いと手が触

れる場所の消毒） 

・手洗いの励行(石けん・流水)  

・タオルは共用しません。(ペーパータオルの使用) 

・消毒用アルコールによる手指消毒も有効。 

（保湿剤クリームで手荒れ防止） 

・鼻周辺の清潔（鼻をかむ） 

教員など 

・毎日入浴・洗髪する。爪は短く清潔にする。 

・適切な手洗い（手洗いは指先に洗い忘れが多い） 

・即手洗いができない場合は擦式消毒用アルコールを使用する。 

・体調確認、検温を実施する。必要時はマスクを着用する。 

・咳エチケット（咳やくしゃみをする時は、飛沫が飛ばないよう、ハンカチやテ

ィッシュで鼻と口を覆い、口や鼻にあてた部分に手を触れないようにして処理

する。また、マスクを装着する。） 

教室内の清掃 

（塵とともに手に

付着するため湿式

の清掃が大切） 

・ドアノブ・ロッカー・スイッチ・床・蛇口・洗面台・机・椅子・手すり・車椅

子・バギーの持ち手（本人の手の触れる範囲が目安）を消毒用エタノール等で

清拭後乾燥させる。 

※流行性感染症の発生時には次亜塩素酸ナトリウム消毒液での消毒をすること

もある。 

カーテン ・定期的なクリーニング 

教材・体温計・食器・ 

コップ・車椅子 等 

・本人のみの使用とする。（洗えるものは水洗いが基本） 

・消毒用エタノール等で拭く。 

衣服・リネン類 

・素材により判断する。 

・塵を飛散させないよう、たたんだ後洗濯する。洗濯後は日光消毒する。 

・吐物などで汚染した場合は次亜塩素酸ナトリウム液又は漂白剤を適量入れ、洗

濯する。 

便器・オムツ交換台 

・臀部にディスポシート・紙を敷いて交換する。＊使い捨て手袋使用 

・消毒用エタノール等で清拭後乾燥させる。おむつを交換する場所やトイレは日

常的に次亜塩素酸ナトリウム消毒液で消毒する。 

・汚物(尿・便・吐物等)の処理には使い捨て手袋を使用し、汚染物はビニール袋

に入れて廃棄する。 

ゴミ箱 
・捨てやすいようビニール袋を入れて交換する。 

・なるべく蓋つきのごみ箱を使用する。 
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３ 医療的ケア児の看護ケアの手順 

 

喀痰吸引 

（１） 喀痰の吸引とは 

   喀痰には唾液、鼻汁、狭い意味での喀痰（つまり肺・気管などから排出される老廃物や小さな

外気中のゴミを含んだ粘液）の３つが含まれます。 

   障害のある児童生徒の中には、分泌物を飲み込んだり、自力で吐き出したりすることができな

い児童生徒がいます。分泌物が溜まったままでいると、体内に酸素が十分に入らず苦しくなったり、

ひどい時には窒息や肺炎の原因になったりすることもあります。そこで、口腔や鼻腔、気管切開部

（孔）から分泌物を吸引・除去し、酸素を十分に取り込めるようにします。 

    吸引を必要とする児童生徒に対しては、まず、痰を出しやすくするように状態に応じて、室内の

加湿、薬剤（去痰剤等）、吸入（ネブライザー等）投与、体位ドレナージを行います。その上で必

要であれば吸引を行うこととなります。 

 

（２） 口腔内・鼻腔内からの吸引 

口腔内・鼻腔内からカテーテルを入れてたんや分泌物を吸引します。口腔や鼻腔は粘膜で覆われ

ていますので吸引する時の吸引圧を適切な吸引圧にしたり、吸引カテーテルの入れ方に気を付け

ないと、粘膜を傷つけたり、出血してしまうので注意が必要です。また、長い間吸引カテーテルを

入れていると苦しくなってしまうので、短時間で吸引するようにします。口腔内吸引をする時に、   

咽頭を刺激してしまうと嘔吐を誘発する場合もあるので注意しましょう。 

吸引する時は、嘔吐した場合に誤嚥しないように体を側臥位（横向き）にすると良いでしょう。

また、状態により座位で行うこともあります。排たん法を取り入れると、吸引の回数・時間を減ら

すことができ、効率的に吸引できるようになります。 

 

 

ア 必要物品 

 

 

 

 

 

 

① ② 

③ 

① 吸引器及び接続管 

 

② パルスオキシメーター 

  （経皮的動脈血酸素飽和度測定器） 

 

③ 聴診器 
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 イ 手順（口腔・鼻腔内吸引） 

実施の手順 内容 留意点 

1 健康状態

の確認 

① 健康チェックカードで、家庭での健康状態に異常

がないか確認する。 

② 聴診器での呼吸音聴取と痰の貯留を確認し、口鼻

周囲の出血、腫れ、乾燥などの観察をする。 

③ パルスオキシメーターで経皮的動脈血酸素飽和度

（以下 SpO₂値）を測定する。 

④ 主治医の吸引における指示内容（吸引チューブ挿

入の長さ、吸引圧、留意点・中止すべき時等）及び

個別マニュアル等で指示を確認する。 

・家庭での健康状態に異常が

あると記載されている場合

は、担任に報告し保護者、

主治医等に連絡し、指示を

受ける。 

 

２ 必要物品

の準備 

⑤ 吸引に必要な物品をテーブルやワゴンに準備す

る。 

・吸引物品が全て揃っている

か確認する。 

３ 手洗い ⑥ 流水と石鹸で手洗い、あるいは速乾性擦式手指消

毒剤で消毒し使い捨て手袋を着用する。手袋は、両

手にする場合と吸引チューブを持つ手にする場合が

ある。 

・必要時、フェイスシールド

（アイシールド）を装着す

る。 

４ 吸引カテ

ーテルの準

備 

⑦ 利き手で吸引チューブを不潔にならないように取

り出し、吸引器に連結した接続管に接続する。 

 

 

・吸引チューブ先端には触れ

ず、また周囲の物に触れて

不潔にならないようにす

る。 

５ 吸引器の

準備 

⑧ 先端から約 10㎝の場所を、親指、人差し指、中指

の３本でペンを持つように持つ。 

⑨ その状態で、吸引チューブの先端を周囲の物と接

触しないようにして、反対の手で吸引器のスイッチ

・吸引チューブを持つ手と、

吸引器のスイッチ操作や吸

引圧調整をする手の使い分

けをしっかり行う。 

⑪ 

⑦ ⑨

「 

⑧ ⑩ 

⑤ 

⑥ 

④ 速乾性擦式手指消毒剤 

⑤ 吸引チューブ内腔洗浄用水道水 

   口腔鼻腔、気管カニューレ内吸引

がある場合は、それぞれの洗浄用水

道水を準備する。 

⑥ アルコール綿等 

⑦ 口腔・鼻腔吸引チューブ保管容器 

⑧ 気管内吸引チューブ保管容器 

⑨ 人工鼻保管容器 

⑩ 使い捨て手袋 

⑪ 吸引チューブ 

   口腔内・鼻腔内用と気管カニュー

レ内用は区別する。 

 

 

 

④ 
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を入れる。 

⑩ 利き手でない方の手の親指で吸引チューブの根元

を塞ぎ、指示の吸引圧に設定する。 

⑪ アルコール綿で先端に向かって拭き、吸引チュー

ブと接続管の内腔を洗浄用水道水（以下水道水）で

洗浄し、吸引チューブ先端の水をよく切る。                            

        

・接続する際は、両手が触れ

不潔にならないように注意

する。 

・粘膜損傷防止のため、吸引

圧は、 15～ 20kPa（ 12～

15cmHg）程度に調整する。 

＊吸引チューブ挿入の深さと

吸引圧については主治医の

指示書に従う。 

６ 口腔内 

吸引 

⑫ 「○○さん、これからお口から痰を取りますね」

等声掛けをする。 

⑬ 吸引チューブ接続部を利き手でない方の手の親指

で折り曲げ、吸引圧をかけないようにする。   

⑭ 吸引チューブ挿入の長さを確認し、親指、人差し

指、中指の３本でペンを持つように持つ。 

⑮ 吸引チューブをゆっくり口腔内に挿入し、奥歯と

頬の間・舌上下面と周囲・前歯と唇の間等、痰があ

るところを吸引する。   

⑯ 指で吸引チューブを左右に回転させるように動か

し、吸引し５～10秒で引き上げる。 

・吸引することを伝える。 

・吸引圧がかかると挿入しに

くく、気道内の空気も吸引

される。また、粘膜を傷つ

ける恐れがある。 

・十分に開口できない場合、

片手で唇を開いたり、バイ

トブロックを歯間に噛ませ

て吸引することもある。 

・咽頭の壁を強く刺激する

と、嘔吐反射が誘発される。

食後間もない時は、特にや

さしく吸引する。 

７ 鼻腔内

吸引 

 

 

 

 

⑰ 指示された吸引チューブ挿入の長さを確認する。 

⑱ 利き手でない方の手で吸引チューブの根元を折り

曲げ、陰圧をかけない状態で、吸引チューブの先端

を鼻孔からやや上向きに数㎝入れる。その後、すぐ

にチューブを上向きから下向きに変え、鼻腔底を這

わせるように指示の長さまで挿入する。  

⑲ 挿入後、チューブを押さえていた利き手でない方

の手の親指をゆっくりと緩め、徐々に吸引圧を加え、

吸引チューブを左右に回転しながら、5 秒から 10 秒

以内で引き抜く。 

 

   

 

 

 

 

 

・上向きのままで挿入する

と、出血しやすい部位に当

たり、疼痛を訴える場合が

ある。片方の鼻孔から吸引

が困難な場合は、反対側の

鼻孔から吸引する。鼻腔は

奥で左右つながっている。 

・折り曲げを急に解除する

と、瞬間的に高い吸引圧が

かかり、粘膜損傷する可能

性が高くなるため、ゆっく

りと折り曲げ部分を緩め

る。 

・吸引時間が長くなると、

SpO₂の低下につながる。連

続して吸引する場合は、呼

吸状態や SpO₂値が回復し

たことを確認して行う。 
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・吸引チューブが喉頭に入る

と、咳が誘発されることが

多く、咳込みが強いと嘔吐

を誘発することがある。 

・吸引カテーテルの刺激によ

る粘膜損傷出血や呼吸困難

に注意する。 

８ 吸引後

の処置 

⑳ 吸引物の性状と量を観察する。 

㉑ 吸引チューブの外側を、アルコール綿等で先端に

向かって拭き取る。その後、吸引チューブと接続管

の内腔を水道水を通し洗い流す。 

 

㉒ 吸引チューブを持つ手と反対側の手で吸引器の手

でスイッチを切る。 

㉓ 吸引が終わったら吸引が十分であったかどうか、

再度吸引してほしいかどうかを確認したり、労いの

言葉をかけたりする。 

㉔ 吸引チューブの外側をアルコール綿等で先端に向

かって拭き取る。その後、吸引チューブと接続管の

内腔を水道水を通し洗い流す。 

㉕ 吸引チューブは接続管から外し、衛生的に保管容

器に戻す。 

㉖ 呼吸状態を観察し、痰が取り切れたか確認する。

SpO₂値を測定し吸引前後の評価を行う。 

㉗ 手袋をはずし、衛生的手洗いを行う。 

㉘ 健康チェックカードに必要事項を記録する。 

 

・アルコール綿で拭くのは、

挿入した長さ＋２㎝以上か

ら吸引チューブの先端まで

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・吸引器の機械音は、吸引が

終わったらできるだけ早く

消す。 

 

・必要時、痰の性状と量、吸

引前後の状態を担任に報告

する。ヒヤリ・ハット、ア

クシデントがあれば合わせ

て報告する。 
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（３）気管カニューレ内部の吸引 

   気管切開部からの吸引が有効で安全で苦痛の少ない吸引であるためには、口鼻腔吸引よりも一層

注意や配慮、対応が必要です。また、口鼻腔吸引よりもしっかりとした清潔操作が必要となります。 

１回の気管カニューレ内吸引ですむように、痰がやわらかく出やすくなるような対応（十分な水

分摂取、ネブライザーの効果的な使用等）や姿勢の調整が重要となります。 

たまっている分泌物は必ずしも肺から上がってきた痰だけではなく、のどから気管に下りていっ  

た唾液であることが多く、鼻汁の事もあります。従って、気管切開部からの吸引を最小限にするに

は、唾液への対策、鼻の分泌物への対策を合わせて行う必要があります。 

吸引チューブを入れる長さを正確に確認し遵守する事が重要です。 

 

ア 気管切開部の構造 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）文部科学省 令和元年度 学校における医療的ケア実施体制構築事業 

「学校における医療的ケア実施対応マニュアル 【看護師用】」 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

  

 

 

イ 必要物品 

口腔・鼻腔内吸引と同様。 
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ウ 手順（気管カニューレからの吸引） 

実施の手順 内容 留意点 

１ 健康状

態の確認 

① 健康チェックカードで、家庭での健康状態に異常が

ないか確認する。 

② 聴診器で痰貯留を示す呼吸音の有無を聴取し、気管

カニューレ周囲の痰の吹き出し、皮膚の状態、固定の

ゆがみ等を観察する。 

③ 効果的に喀痰を吸引できる体位に調整する。 

④ パルスオキシメーターで SpO₂値を測定する。 

⑤ 吸引における、主治医の指示内容（吸引チューブ挿

入の長さ、吸引圧、留意点、中止すべき時等）を確認

する。 

・健康状態に異常があると健

康チェックカードに記載さ

れている場合は、担任に報

告し、保護者、主治医等に

連絡し、指示を受ける。 

 

２ 必要物

品の準備 

⑥ 吸引に必要な物品を、テーブルやワゴン、机等に準

備する。 

・吸引物品が全て揃っている

か確認する。 

３ 手洗い 

 

⑦ 流水と石鹸で手洗い、さらに速乾性擦式手指消毒剤

で消毒し、使い捨て手袋を装着する。 

・必要時、フェイスシールド

（アイシールド）装着する。 

４ 吸引カ

テーテル

の準備 

⑧ 利き手で直接気管カニューレ内吸引チューブ保管

容器からチューブを取り出し吸引チューブと吸引器

に接続した接続管を繋ぐ。 

・吸引チューブ先端には触れ

ず、また周囲の物に触れて

不潔にならないよう注意す

る。 

５ 吸引器

の準備 

⑨ 先端から約 10 ㎝の場所を、親指、人差し指、中指

の３本でペンを持つように持つ。 

⑩ その状態で、吸引チューブの先端を周囲の物と接触

しないようにして、反対の手で吸引器のスイッチを入

れる。 

⑪ 吸引チューブの根元を塞ぎ、指示の吸引圧に設定す

る。アルコール綿で先端に向かって拭き、吸引チュー

ブと接続管の内腔を洗浄用水道水（以下水道水）で洗

浄し、吸引チューブ先端の水をよく切る。  

⑫ 人工鼻を取り外す。痰の付着がないか確認する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・人工鼻を取り外し、清潔な

容器に一時保管する。 

６ 気管カ

ニューレ

内吸引 

⑬ 「○○さん、痰がごろごろしているから、痰を取り

ますよ」等言葉掛けをする。 

初めから陰圧をかけて喀痰を引きながら挿入し、そ

のまま陰圧をかけて、指で吸引チューブを左右に回転

しながら引き抜く。 

・吸引の必要性を話し、同意

を得るべく言葉掛けをす

る。 

・気管カニューレ内に上がっ

てきている痰を手前から吸
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引圧をかけて吸引する。 

・一回の吸引時間は、10秒以

内とする。 

・痰が多い場合、連続吸引は

せず、SpO₂値や呼吸状態を

観察しながら行う。 

・吸引チューブの刺激によっ

て、気管粘膜の損傷や出血、

また、肉芽を生ずる時があ

る。吸引チューブ先端は気

管カニューレ内を超えず、

直接気管粘膜に触れないこ

とが重要となる。 

※吸引圧と吸引チューブの深

さについては、主治医の指

示書に従う。 

７ 吸引後

の処置 

⑭ 吸引が終わったら、吸引チューブの外側をアルコー

ル綿等で拭きとり、次に吸引チューブと接続管の内腔

を、水道水等で洗い流す。 

⑮ 吸引チューブを持つ手とは反対側の手で、吸引器の

スイッチを切る。 

⑯ 人工鼻を保管容器から取り出し、気管カニューレに

取り付ける。汚染物が付着している場合は取り換え

る。 

⑰ 吸引物の性状と量を観察する。呼吸状態を観察し、

SpO₂値を測定し吸引前後の評価を行う。 

⑱ 顔色や呼吸状態、吸引物の量と性状、気管カニュー

レ周囲や固定のゆるみ等観察する。 

⑲ 吸引チューブの外側を、アルコール綿等で清拭後、

水道水を通し洗い流す。接続管の内腔も同様に水道水

を通し洗い流す。 

⑳ 吸引チューブは接続管から外し、衛生的に保管容器

に戻す。 

㉑ 吸引チューブを持つ手と反対側の手で吸引器の手

でスイッチを切る。 

㉒ 吸引が終わったことを告げ、ねぎらいの言葉をかけ

る。 

㉓ 手袋をはずし、衛生的手洗いを行う。 

㉔ 健康チェックカードに必要事項を記録する。 

・人口鼻が痰で汚れていた場

合は交換する。 

・必要時、痰の性状と量、吸

引前後の状態を担任に報告

する。ヒヤリ・ハット、アク

シデントがあれば合わせて

報告する。 
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エ 気管カニューレ事故抜去の原因・要因 

  定期交換時以外の時に気管カニューレが抜けてしまうことを、事故抜去あるいは計画外抜去と言い

ます。学校でも生じることがあります。事故抜去が起きないようにすることと、事故抜去が起きた時

に備えての準備をしておくことが必要です。  

以下のことが、事故抜去の原因・誘因となります。 

① 自分で抜いてしまう。（自己抜去） 

② 人工鼻を外す時に（本人、介助者）一緒に抜ける。 

③ 着替えなどの時に引っかかって抜ける。 

④ 固定バンド（テープ）の固定が緩かった時抜ける。（くしゃみ、咳に伴って抜ける） 

⑤ 頸が後ろに反った時抜ける。（緊張や泣いたとき） 

⑥ 頸の向きが変わった時抜ける。 

⑦ 接続している人工呼吸器の回路により引っ張られて抜ける。 

⑧ 介助者が子どもの頸の後ろに腕を回して介助している時に、介助者の腕が左右に動く、または

本人が左右に頸を回すことによって、固定バンドが左右に動いて、気管カニューレが左右に引

かれて抜ける。 

心理的に安定した状態に維持できるようにすることが基本ですが、手が気管カニューレに触れない

ような工夫を検討します。固定バンド等での固定が緩くなりすぎないように、バンドの内側に小指が

入る程度で固定しますが、脳性麻痺の子どもでは、頸が後ろに反り返ったときに気管カニューレが抜

けることがあります。この場合は、カニューレが外れないような工夫や、万が一外れてしまった場合

の対応について、医療的ケア安全委員会で検討しておくと共に、保護者、主治医等と共通理解をはか

っておく必要がある。 

 

オ 気管切開を受けている子どもへの対応の基本的注意  

■気管カニューレの事故抜去を防ぐ。 

①固定の確認。 

②必要時には手の抑制、手袋。 

・気管カニューレが抜けかかっていても Y 字ガーゼの下に隠れて見逃していることがあるので注

意が必要。 

③抜けた時の緊急対応の確認。 

■気管孔、気管カニューレがふさがらないようにする。 

→姿勢や衣服に注意、ガーゼでの閉塞に注意する。 

■気管カニューレに無理な力を加えない。 

→頭を過度に後ろにそらせない、前に曲げない、左右に強く回さない。 

■気管カニューレからの異物の侵入を防ぐ。 

→人工鼻、ガーゼで入口をカバーする。 

■気管内の乾燥を防ぐ。 

→人工鼻での加湿を行い、指示がある場合吸入をする。 

■気管切開孔を清潔にする。 

①分泌物は微温湯等できれいに拭き取る。 

②ガーゼ使用時は汚染したら交換する。 



56 

＊ 応急的な再挿入が必要な子供では、学校で看護職員が再挿入をできるようにしておくことが必要と

なります。 

気管カニューレは、容易に挿入できる場合もありますが、挿入できない場合もあります。 

看護職員が主治医や指導医のもとで、その子供での気管カニューレ挿入の研修を受けておくことが

望ましいです。 

事故抜去の場合、慌てたり本人が泣いたり緊張したりして、定期交換の時よりも気管カニューレが

入りにくくなる可能性があるので、不安のあるケースでは、一回り細いカニューレも準備しておくの

が安全です。  

  カフ付きカニューレ使用の子どもでは、挿入の時にカフが引っかかって入りにくいこともあります

ので、応急挿入用にはカフなし気管カニューレの方が挿入しやすいです。これらの気管カニューレを、

応急用に常時携帯しておくようにします。 

 看護職員による挿入が体制上困難である場合にどのようにするかは、ケースバイケースで主治医と

相談して無理のない方法を考えます。 
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経管栄養（胃ろうを含む） 

 

（１）経管栄養とは 

    脳性まひや神経筋疾患などのために摂食・嚥下機能に障害があり、経口摂取が不可能ないし

は、必要十分な量の経口摂取ができない場合や、嚥下機能の低下により誤嚥が許容範囲を超え

た場合に経管栄養が必要となります。 

病態は様々ですが、経管栄養に至る経過には以下の３つが考えられます。 

・嚥下機能障害が重度で、幼少期から経管栄養を行っている。 

・摂食・嚥下機能に大きな問題はないが、認知の偏りなどから十分量の経口摂取ができない。 

・加齢に伴う嚥下機能の低下で誤嚥が顕著になり、思春期ごろから経管栄養が必要になって

いる。 

いずれの場合も、経口摂取と経管栄養を併用することがあります。口から食べることは『栄

養を摂取する』目的の他に『味わい食べる人生の楽しみ』『介助する人との相互作用の場』と

いう意味があるため、無理のない範囲で経口摂取を併用することが望まれます。 

 

○ 経管栄養の方法 

ア 経鼻経管栄養法 

    経鼻経管栄養とは鼻腔から咽頭を通って食道・胃内へとチューブを挿入・留置しそのチュー

ブより経管栄養剤を注入します。チューブは自宅で１～２週間を目安に交換します。 

    学校で行う経鼻経管栄養法は、チューブを看護職員や教員が挿入することはできないのでチ

ューブが留置されていることが原則です。 

    チューブの先が咳・嘔吐で食道の上の方や口の中に出てしまう場合、注入物が気管に入り込

んでしまうこともあるので、注入前にはチューブの先がきちんと胃に入っているかどうかの確

認が必要です。 

    胃内に挿入されているはずのチューブが誤って気管・食道に入った状態で注入してしまうと

注入物が気管から肺に入ってしまって危険です。したがって、チューブのテープ固定とチュー

ブ先端位置の確認を確実に行うことが必要です。 

    側弯等の体の変形、舌根沈下、嘔吐反射が強いなどチューブの挿入が難しい場合もあります。 

イ 胃ろう・腸ろう栄養法 

    経管栄養が必要な児童生徒の中には鼻腔・咽頭・喉頭・食道の病変や側弯などにより栄養チ

ューブを鼻・口から挿入しにくいことがあります。そういった場合に胃ろう（腸ろう）栄養方

法は有効で、長期にわたっての経鼻経管による刺激や感染を避けたい場合に行われます。腹壁

から胃に瘻孔を作りチューブ（ガストロボタン）を胃や空腸に留置し栄養剤・水分等を注入す

る方法です。また胃食道逆流が顕著な時児童生徒に対して胃の入り口（噴門部）の形成術と併

せて胃ろうを作ることがあります。確実に胃内に注入できますが、チューブが抜けないように

確実に固定することが必要です。胃ろうチューブ（ボタン）の交換は医療機関で行う必要があ

ります。 

ウ 経鼻空腸経管栄養法 

    経腸栄養チューブを鼻から挿入し、レントゲン透視下に空腸まで挿入します。空腸まで直接

栄養を注入するので胃食道逆流が強かったり嘔吐しやすかったりする児童生徒には有効です。

チューブの挿入は医療機関で行う必要があります。 

エ 間欠的経管栄養法（口腔ネラトン法） 

    注入の度に口腔から胃にチューブを挿入して注入し、注入の終了後にチューブを抜いておく

方法です。一日に何度も挿入するので嘔吐反射が強い場合には適していません。 

    経管栄養から経口摂食への練習時に利用することもあります。本人の嚥下動作にあわせてチ

ューブを入れていきます。 
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○ 経腸栄養剤の種類と性質 

    経管栄養は胃又は腸に直接栄養を注入します。栄養剤には経口食品をミキサーなどで流動状に

したミキサー食、消化態栄養剤、半消化態栄養剤、成分栄養剤、自然食品タイプがあります。  

   それぞれの種類によって粘度や浸透圧、成分の構成比（蛋白質・糖質・脂質・微量元素）が異

なります。栄養剤に求められる性質として、消化・吸収がよく、必要な栄養素をすべて含んでお

り、栄養価が高くバランスがよいことがあげられます。 

 

 

（２）経管栄養法の手順 

  ア 経鼻経管栄養法（滴下型の液体栄養剤）手順  

必要物品 

スタンド・注入用ボトル・栄養チューブ・カテーテルチップ型シリンジ（注射器） 

栄養剤・白湯・計量カップ・耐熱コップ・聴診器・薬・時計・個別マニュアル 

健康チェックカード 

実施の手順 内容 留意事項 

１ 物品・指示

の確認 

① 必要物品や栄養剤の種類を確認す

る。 

② 個別マニュアル等で注入指示の確   

認をする。 

 

・注入中に倒れないように安全

な場所に設置する。 

・それぞれの物品が清潔である

か乾燥しているかを確認す

る。 

・栄養剤名や量の確認を行う。 

２ 体調の観察 

姿勢を整える 

③ 健康チェックカード等での確認。 

 体温、心拍数、酸素飽和度、呼吸や

腹部の状態を確認する。 

④ 児童生徒を注入時の姿勢に保つ。 

・体調の観察をし、喘鳴がひど

い場合は排痰もしくは吸引す

る。 

・決められた体位に調整する。 

３ 手洗い ⑤ 流水と石けんで手洗いをする。 ・速乾性擦式手指消毒剤での手

洗いでもよい。 

４ チューブの  

 固定と先端位

置確認 

 

注入前の胃

内容の確認 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 胃管チューブが絆創膏でしっかり

と固定されていてチューブの鼻腔出

口に付けられた印がずれていないか

確認する。 

⑦ チューブの先端が胃内にあること

を空気注入音で確認する。心窩部に

聴診器をあて胃管チューブより 5～10

ｍｌ空気を速く入れ、それが胃に入

る音を心窩部にあてた聴診器で確認

する。又はチューブにシリンジを接

続し、胃液や食物残渣などの胃内容

物が引けることを確認する。 

⑧ 注入前の胃内容を吸引する。胃に

残っている液体の量や性状・色・空

気の量を確認する。胃残が多い場合

には栄養剤の量を指示書に従って減

量する。 

⑨ 胃内容液（胃液や食物残渣）をシ

リンジで胃内に戻す。 

・胃を急激に拡張させないた

め、入れる空気は少量にす

る。チューブの先端が胃内に

あることが確認できない場合

には注入は行わない。無限に

空気が引けたり、痰のような

ものが引けたりする場合はチ

ューブが抜けている場合があ

るので注意する。 

・胃壁を傷つけないよう無理の

ない力でゆっくり引く。 

・前吸引に異常が見られた場合

には、保護者に相談するか、

主治医からあらかじめ受けて

おいた指示に従い、注入内容

の変更や注入を中止する。 

５ 注入開始 

 

 

⑩ 注入用ボトルに栄養剤を入れスタ

ンドにかける。 

⑪ 栄養剤を滴下筒に 1/3～1/2 満たし

クレンメを緩めチューブ先端まで満

たす。 

⑫ 胃管チューブと栄養チューブを接

・再度注入する栄養剤名と量を

確認する。 

・必要であれば栄養剤を体温程

度に温める。 

・スタンドは注入中倒れないよ

うに安全な場所に設置する。 
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続しクレンメをゆっくりと緩め、指

示された時間で注入できるよう滴下

を調節する。注入中は児童生徒の状

態を観察する。 

・体位によって注入速度が変わ

るので体位を整えた後には滴

下速度を確認する。 

・注入中は注意深く観察し、異

常があれば速度をゆるめるか

中止する。 

・チューブの接続操作の際にチ

ューブを引っ張らないように

気を付ける。 

６ 注入終了 

 

 

 

⑬ 全量を注入したら胃管チューブに

シリンジを接続し白湯を指示量注入

し、チューブ内に栄養剤が残らない

ようにする。 

⑭ 胃管チューブの蓋を閉める。 

・チューブ内に栄養剤が残ると

細菌が繁殖するので、注入終

了後は必ずチューブに白湯を

通す。 

７ 注入後の観

察 

 

 

⑮ 注入後は口腔内を清潔にし、胃か

らの逆流を避けるため、上体を起こ

した姿勢で安静を保ち、注入後の経

過を観察する。 

・嘔吐しやすい児童生徒は安静

にするなどの配慮をする。 

８ 後片付け・ 

 記録 

⑯ 物品を洗浄する。 

⑰ 記録用紙に必要事項を記入する。 

注入時間、胃残量、空気量、注入量

栄養剤名、体温、心拍数、酸素飽和

度、呼吸や腹部の状態、注入中の様

子等 

・栄養剤が残らないようにきれ

いに洗う。 

     

※ 経鼻胃管を留置している児童生徒への配慮 

     注入中にチューブが抜けると、注入物の誤嚥の危険性が生じるので、抜けないように充分 

に注意します。 

チューブ先端をブラブラさせておくと引っ掛けて抜けやすいので、チューブを束ねて頭

（髪の毛）や本人の衣類に留めておくとよいです。また、小鼻の脇にチューブの隙間ができ

ないようにテープ固定をするなどの工夫が必要です。なお、鼻の分泌物が多い時にはテープ

が剥がれやすいので注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

イ 胃ろうによる経管栄養（半固形栄養剤）手順 

必要物品 

注入用接続チューブ・カテーテルチップ型シリンジ（注射器）・栄養剤・白湯 

計量カップ・コップ・聴診器・薬・時計・個別マニュアル・健康チェックカード 

実施の手順 内容 留意事項 

１ 物品・指示

の確認 

① 必要物品や栄養剤を確認する。 

② 個別マニュアル等で注入指示の確

認をする。 

・栄養剤名や量の確認を行う。 

２ 体調の観察

姿勢を整える 

③ 健康チェックカード等で体温、心

拍数、酸素飽和度、呼吸や腹部の状

態を確認する。 

④ 児童生徒を注入時の姿勢に保つ。 

・体調の観察をし、喘鳴がひど

い場合は排痰もしくは吸引す

る。 

・決められた体位に調整する。 

３ 手洗い ⑤ 流水と石けんで手洗いをする。 ・速乾式擦式手指消毒剤での手

洗いでもよい。 

４ 胃ろう周囲

の観察 

注入前の胃内

容の確認 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 胃ろうボタン（チューブ）の固定

の確認をする。 

⑦ 胃ろうボタンと注入用接続チュー

ブを接続する。 

⑧ 注入前の胃内容を吸引する。胃に

残っている液体の量や性状・色・空

気の量を確認する。胃残が多い場合

には栄養剤の量を指示書に従って減

量する。 

⑨ 胃内容液（胃液や食物残渣）をシ

リンジで胃内に戻す。 

・ガーゼの汚れがないか観察し 

 必要であれば交換する。 

・胃壁を傷つけないよう無理の

ない力でゆっくり引く。 

・体内の電解質のバランスを保

つため胃残は原則として胃内

にもどす。胃内の出血が疑わ

れた場合には保存し保護者ま

たは主治医に連絡する。 

・前吸引に異常が見られた場合

には、個別マニュアルに従

い、注入内容の変更や中止を

する。 

５ 注入開始 ⑩ 栄養剤をシリンジで吸う。シリン

ジを上に向けてできるだけ空気は抜

いておく。クレンメを閉じた状態で

つなぎ、シリンジの内筒を適切な圧

で押しながら注入する。 

⑪ 数分間隔で指示された量を繰り返

し注入する。 

⑫ 注入中は児童生徒の状態を観察す

る。 

・注入する栄養剤の種類と量を

確認再度する。 

・必要であれば栄養剤を体温程

度に温める。 

・注入中に接続部からの液漏れ

をおこさないように接続はし

っかりと行う。 

・注入中、嘔気や喘鳴の増強、

けいれん、筋緊張亢進等の異

常があれば一時中止し様子を

見る。 

６ 注入終了 

 

 

⑬ 全量を注入したら接続チューブに

シリンジを接続し白湯を指示量注入

し、チューブ内に栄養剤が残らない

ようにする。 

⑭ 接続チューブをはずし、ボタン

（チューブ）の蓋を閉める。 

・チューブ内に栄養剤が残ると

細菌が繁殖するので、注入終

了後は必ずチューブに白湯を

通す。 

７ 注入後の 

観察 

 

 

⑮ 注入後は口腔内を清潔にし、胃か

らの逆流を避けるため、上体を起こ

した姿勢で安静を保ち、注入後の経

過を観察する。 

・嘔吐しやすい児童生徒は安静

にするなどの配慮をする。 

・注入直後の吸引は最小限にす

る。 

８ 後片付け  

記録 

⑯ 使用物品を洗浄する。 

⑰ 注入時間、胃残量、空気量、注入

量栄養剤名、体温、心拍数、酸素飽

和度、呼吸や腹部の状態、注入中の

様子等記録する。 

・注入物が残らないようにきれ

いに洗う。 
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※ 胃ろうカテーテルの種類と特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出展）文部科学省 令和元年度 学校における医療的ケア実施体制構築事業 

「学校における医療的ケア実施対応マニュアル 【看護師用】」 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

 

※ 胃ろう管理上の注意点 

  ・日常的な観察のポイント 

①皮膚トラブルがないか 

②肉芽形成がないか 

③胃ろうカテーテルは皮膚に対して垂直か 

  ・胃ろうカテーテルは基本的には腹壁と垂直に入っている状態を保ちます。胃ろうカテーテルは

スムーズに回転する状態がいい状態です。胃ろう周囲に液漏れや炎症がある場合には切込みガ

ーゼを挟み込み、ガーゼが汚染していたら適宜交換します。ガーゼの代わりにこより状にした

ティッシュを胃ろうカテーテルの根本に巻き付け胃ろうカテーテルを垂直に保持する方法もあ

ります。胃ろうボタンやチューブのストッパーと皮膚の間には、0．5～1.0cm 程度のゆとりが必

要です。 

 

※ 薬の注入の方法 

薬を注入する時にはチューブに薬が詰まらないように注意が必要です。十分な白湯の量で溶解

し白湯と薬が適度に混ざり合った状態で注入するようにします。シリンジ内に沈殿しないように

シリンジを動かして撹拌しながら、速やかに注入します。この際にチューブの振動が生徒に伝わ

って不快にならないように、チューブの途中の部分を手で固定することがポイントです。 

 

 

（３）注意したい症状 

ア 誤嚥 

誤嚥とは、本来口腔から食道・胃・腸へ嚥下されていくべき食物や水分や唾液・口の中の細

菌などが、誤って気管内に流れ込んでしまう状態です。重度の嚥下障害では唾液も気管内に誤嚥

されることがあります。 

（ア）誤嚥が疑われる症状 

    ・咳き込み・むせ（誤嚥してもむせないことがある）＝『サイレントアスピレーション』 

    ・顔色不良・酸素飽和度の低下 
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    ・筋緊張亢進 

    ・食事中の喘鳴（食塊の咽頭滞留や喉頭侵入がある）ゼロゼロ・ゼコゼコ 

    ・食後の喘鳴（誤嚥による気管支の攣縮）ゼイゼイ・ヒューヒュー 

（イ）誤嚥が許容範囲を超えているという可能性 

    ・気管支肺炎の反復（上気道感染兆候を伴わない） 

    ・発熱の反復 

    ・血液検査での炎症反応の慢性陽性化～悪化 

  ・経口摂取時（後）の強い喘息様状態 

    ・肺ＣＴ検査での慢性病変 

    ・ＶＦ（ビデオＸ線透視造影嚥下検査）での所見 

     ＊少ない摂取量でも誤嚥する 

＊中等量以上での誤嚥でもむせない 

＊条件を変えても誤嚥がある 

 

イ 胃食道逆流症 

   通常、我々の身体は胃の内容物が食道や口に逆流してくることはありません。ところが、重

症心身障害児の中には、食物や胃液などが食道に逆流する現象が起きることがあります。脊柱

側弯が著しかったり、呼吸障害、筋緊張が強く腹圧が上昇したりという児では食道と胃の間に

ある噴門が緩んでしまう事や食道裂孔ヘルニアによる逆流防止機能がうまく働かないために逆

流が起こりやすくなります。 

    胃酸が含まれた内容物が何度も食道を通過していると、逆流性食道炎を併発し吐血、血性物

や嘔吐（コーヒー残渣様嘔吐）、出血による黒色便や貧血、そして何よりも本人の痛みや不快

感が伴います。痛みや不快感からくる緊張から腹圧が上がり嘔吐しやすいという悪循環を繰り

返します。また逆流物が咽頭・喉頭に停滞し誤嚥を招いてしまうこともあります。このような

場合には、気管支肺炎や肺炎を繰り返すことがあります。 

     逆流の予防としては、リラクゼーションと姿勢のコントロールが重要です。呼吸機能及び筋

緊張状態を安定させ、精神的なストレスを減らすように心がけます。また食事中・食後に上半

身をなるべく起こした姿勢をとることも大切です。 

 

  ウ ダンピング症候群 

    ダンピング症候群とは経腸栄養（特に空腸チューブでの注入）を行っている場合に栄養剤が

急速に胃腸に送り込まれることが原因で生じる病態です。 

   ○早期ダンピング症候群 

    【病態】栄養剤が急速に小腸に流れ込むと浸透圧で体の水分が腸の中に集まり、一時的に血

管内の循環血液量が減少します。 

    【症状】頻脈（動悸）低血圧（立ちくらみ、めまい、顔面蒼白） 

    【対応】頻脈にならない程度に注入速度を遅くします。 

   ○後期ダンピング症候群 

    【病態】栄養剤が吸収され血糖が急激に上昇すると、血糖値を下げるためのインシュリンが

過剰に分泌され低血糖を引き起こします。 

    【症状】低血糖による発汗、疲労感、顔面蒼白 

    【対応】低血糖症状があれば糖水などを注入します。１回の注入量を減らし注入回数を増や

します。（少量頻回注入） 
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導 尿 

 

（１）神経因性膀胱と清潔間欠導尿 

脳や脊髄の障害により膀胱の神経支配に異常があると排尿機能に障害をきたします。これを神

経因性膀胱といいます。排尿機能の障害には、『膀胱に尿を貯めることができない蓄尿障害』と

『膀胱から尿をスムーズに排出できない排尿障害』があります。実際には、両方の障害が様々な

程度に複合していて一人一人病態は異なります。 

『蓄尿障害』は、失禁を生じるためオムツが必須で社会生活への影響は大きいのですが、腎機

能への影響はありません。一方『排尿障害』は、残尿（尿が膀胱内に貯まったままになること）

が生じます。残尿には細菌が繁殖しやすく、また一定以上貯留すると膀胱内圧が上昇し、膀胱か

ら尿管へ尿が逆流して尿路感染症や水腎症を引き起こし、それらを適切に治療しないと腎機能が

低下して腎不全に至ります。腎不全にならないためには、膀胱内圧を高めないように『残尿』を

コントロールすることが重要になります。 

残尿をなくし、膀胱内圧の上昇を防ぐためには様々な方法がありますが、非侵襲的に簡便にで

きるのが「清潔間欠導尿」です。 

（２）清潔間欠導尿法 

   通常の手洗いを行い、使い捨てまたは再使用可能な清潔なカテーテルを外尿道口に挿入して、

膀胱から尿を排出し、その後にカテーテルを抜去する導尿方法です。滅菌操作は必要ありませ

ん。導尿を行う時間は、医師の導尿間隔の指示に従って設定します。   

（３）尿道の走行 

   尿道の解剖図と導尿時のカテーテルの走行を示します。 

 男性の尿道は、尿道口から膀胱まで約 7～15㎝程で膀胱 

の下には前立腺が尿道を囲んでいます。 

女性の尿道の長さは尿道口から膀胱まで 3～4㎝で膀胱 

の後ろに子宮があります。尿道口の位置は膣より 1～2㎝ 

前側にあり、前から尿道口‐膣口‐肛門の順です。陰唇と 

いう皺の中にあり汚れが溜まりやすいので、常に清潔にし 

ておきましょう。 

（４）清潔間欠導尿の実際 

ア 使用物品 

 

                        

                           

                            

                                

                               

イ 登校時の確認事項 

    最終排尿時間・・・・・・・・導尿予定時間までの導尿間隔が指示以内であることの確認 

    飲水量、発汗量、便の性状・・尿量に影響する情報 

    体温・・・・・・・・・・・・感染徴候 

 
男性      女性 

膀胱 
子宮 

 

 

カテーテル 

清浄綿 

潤滑ゼリー 

尿受け用の容器 

（尿器、ペットボトル、オムツ等） 

ごみ入れ 

出典）茨城県教育委員会 

   特別支援学校医療的ケアハンドブック

（改訂第三版） 
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ウ 介助者による導尿の手順 

項目 内容 留意点 

導尿前

の観察 

尿意の有無、尿失禁の有無、下腹部の張り等  

準備 ① 必要物品を持って導尿場所へ移動する。 

 

② 自排尿がある場合は、導尿前に促す。 

③ 手洗いを行う。 

④ 物品を使いやすい位置に準備する。 

・清浄綿を開封し、必要枚数に分けておく。 

・ゴミ袋を開いておく。 

・カテーテルを開封し、挿入側に潤滑剤をた

らす。 

⑤ 下衣を下ろし導尿に適した安定した姿勢を

とる。 

・衛生面・安全面・プライバシーに配

慮した場所で行う。 

 

 

・導尿時の姿勢は下記の条件を考慮

し、臥位、座位、トイレ座位、立位

いずれでもよい。 

(a)外尿道口が見えて拭きやすい。 

(b)尿道が圧迫されにくい。 

(c)体型や姿勢保持能力に適している。 

(d)子ども自身が落ち着ける。 

消毒 ⑥ 両手にディスポーザブル手袋を装着する。 

⑦ 外尿道口をきれいにする。 

（女性）利き手でない方の手で陰唇を開き、

利き手に持った清浄綿で尿道口を前

から後ろへ拭く。 

（男性）利き手でない方で陰茎部を持ち包皮

を剥き、利き手に持った清浄綿で、

尿道口を中心から外へ向かって円を

描くように拭く。 

・利き手の指を手袋の上から清浄綿で

拭くとより清潔である。自己導尿の

場合は十分手洗いをしていれば手袋

は必要ない。 

・清浄綿が肛門に触れないように気を

付ける。 

カテー

テルの

挿入か

ら抜去 

⑧ カテーテルを挿入する。 

（女性）利き手でない方で陰唇を開き、尿道

口が見えるように保持しながら、利

き手でカテーテルを持ち尿道口にゆ

っくり挿入する。 

（男性）利き手でカテーテルを持ち、陰茎を

おなかに垂直になるように持ち上げ

ながらゆっくり挿入する。 

⑨ 尿が出始めたらカテーテルを２～３㎝奥へ

進めて保持し、おむつ又は容器などに尿を受

ける。 

⑩ 尿が出なくなったら、カテーテルを出し入

れしたり回したりしながらゆっくり引き抜き

残尿を出し切る。 

⑪ 尿が完全に出なくなったら、カテーテルの

出口を下向きにしてゆっくりと抜き、ごみ袋

に入れる。 

⑫ 尿道口を清浄綿で拭き、ゴミ袋に入れる。 

・３～４㎝挿入しても尿が出ない場合

は、膣に入っていることやカテーテ

ルが詰まっていることがあるので一

旦抜去する。 

 

 

 

 

・尿の流出時には、カテーテルの出口

を尿道口より低く保つと尿が出やす

く逆流も防ぐ。 

・膀胱の出口付近の残尿を出し切るた

め、ゆっくりと引き抜くことが重

要。 

・逆流を防ぐため出口を下向きにして

抜く。 

 

 

尿の 

観察 

⑬ 尿の量と性状を観察する。 

（色、浮遊物や混濁の有無、臭いなど） 

・尿量、色調及び性状を観察・記録す

ることで、体調を把握できる。 

・浮遊物や混濁・悪臭は尿路感染徴候

の一つ、濃い色は水分不足の可能性

がある。 

片付け ⑭ 片づけ、記録をとる。 

・衣服を整える。 

・ごみを処分する。 

・実施と観察結果を記録する。 
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（５）清潔間欠導尿法と尿路感染のリスク 

   尿路感染症は細菌により引き起こされますが、その成立には宿主の抵抗力が影響します。尿路

感染の主因は膀胱の過伸展と膀胱内圧の上昇における膀胱の血流低下です。すなわち、導尿間隔

が長くなり、膀胱内に多量の尿が溜まった状態になることが尿路感染の最大のリスクです。 

過伸展なく膀胱に溜められる尿量（膀胱容量）は個々に異なります。膀胱炎を繰り返している

と膀胱が硬く変形し、過伸展なく安全に貯留できる膀胱容量がさらに減少してしまいます。個々

の安全な膀胱容量についても主治医に確認しておくとよいでしょう。 

 

（６）清潔間欠導尿のポイント 

清潔間欠導尿の目的は、排尿障害による尿路感染を防ぐことです。したがって、清潔間欠導尿

を行う上では下記の内容がポイントとなります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 水分摂取と膀胱内圧上昇 

水分摂取量は尿量に影響します。過剰な水分を摂取すると膀胱内尿量が増加し、膀胱内圧

が上昇するリスクが高まりますので、導尿間隔を短くするあるいは安全な膀胱容量を超えな

いように、水分摂取量を制限することもあります。安全な膀胱容量は個々に異なります。導

尿時の尿量が安全な膀胱容量を超えていないことが重要です。 

⑤ 導尿時間の確保 

導尿間隔を守り、間欠導尿を生活行為の一部として学校生活スケジュールの中に上手に取

り入れることが大切です。学校行事などによるスケジュール調整が必要な場合、導尿間隔を

短縮することはあっても延長してはなりません。 

   ⑥ 導尿の実施場所 

プライバシーを保ち、姿勢保持や物品配置などを考慮した環境を整えます。また校外学習         

などを実施する際は、校舎内の教育活動と異なることから保護者や医師、看護職員等と相談

しながら事前に導尿が実施できる場所などを把握しておきます。   

 

 

 

 

 

 

① 時間を厳守する 

医師の指示にある導尿間隔以上の時間を空けずに確実な導尿をすれば、膀胱の過伸展や高

圧状態が予防でき尿路感染症は成立しません。 

② 残尿なく尿を出し切る 

残尿は細菌繁殖の温床となるため、導尿時にはカテーテルに落差をつけて膀胱内の尿を出

し切るようにします。 

③ 無菌的操作は不要 

導尿時の尿道・膣の常在菌が問題になることはありません。最低限の手洗いと尿道口の拭

き取りで十分です。 
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（７）自己導尿の指導 

   学校での自己導尿開始にあたっては、保護者の意向があり、主治医からの許可を得ていること

が前提となります。学校での自己導尿に向けての指導ポイントは、まず家庭との連携を密にして

目標を一致させ、一貫した指導を行うことです。 

自己導尿の方法や練習の進め方は、知的面での発達や、姿勢保持機能・運動機能・手指の巧緻

性などにより個別性が高く、保護者、担任、養護教諭、医師及び看護職員等などが連携を図り、

発達段階に応じた計画を立てて進めます。 

導尿の自己管理は子どもの自立において重要であり、学校では自己導尿導入前から排泄指導の

一環として、導尿が必要な自分の身体への意識、水分摂取量と導尿時の尿量の関係など自己理解

を促すような学習や生活習慣、衛生観念、用具管理、時間管理、健康観察、困った時の対応な

ど、将来の生活を見据えた指導も大切な要素となります。指導内容と実施状況を保護者・教員・

養護教諭・看護職員等の関係者間で定期的に評価・検討しながら進めていくことが大切です。 
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酸素療法 

 

（１） 呼吸不全と酸素療法 

一般的には SpO2が 90％以下（これは動脈血酸素分圧が 60 以下に相当します）の低酸素血症

または、動脈血二酸化炭素分圧が 50 以上の高炭酸ガス血症が呼吸不全で治療が必要となりま

す。また一般的に、慢性的な呼吸障害では SpO2が 90％未満の状態が続く場合に、酸素療法の対

象となります。 

SpO2の値として 90％という数字は目安ではありますが、数字だけを過大視せず重症児の場合

には柔軟に適切に考える必要があります。 

平常時の SpO2 が 95％以上を保っているケースで一時的に呼吸困難になった場合には SpO2 が

90％前半であっても酸素療法が必要な場合があります。（特に気管軟化症や緊張が高い場合） 

一方で症状はなくても、SpO2 が低めのことがあります。慢性的な呼吸障害ケースで平常から

SpO2が低めで SpO2が 90％未満であっても呼吸困難や心拍数増加がなければ、直ちに緊急対応や

酸素が必要でないことも多いです。主治医に緊急対応の目安を確認の上で柔軟な判断が必要で

す。 

学校での生活制限を避けるために酸素使用の基準を 90％よりも低めにせざる得ない場合もあ

ります。しかし、90％以下の状態が続くことは望ましいことではありません。 

慢性的な重度の呼吸障害のあるケースでは、症状がなくても CO2 分圧が高値のこともありま

す。 

従って、一人ひとりの日常状態との比較が重要で日頃の個別の SpO2 や動脈血 CO2 分圧の値を

知っておく必要があります。 

（２） 酸素療法 

ア 酸素療法とは 

   酸素療法とは、血液の酸素濃度を保てない場合のみならず、酸素レベルの低下が心臓の動

きに悪影響を与える場合に、呼吸や心臓の動きを適切に保つために行う治療方法です。 

  酸素は体の正常な機能や生命の維持に不可欠です。 

イ 酸素療法の注意点 

   心臓疾患での酸素療法は個別性が大きく、望ましい SpO2の値も個々の生徒ごとに違ってい

ます。主治医への確認を十分に行うことが必要です。 

呼吸障害への酸素療法では、酸素投与により低酸素症は改善しても、高炭酸ガス血症は

改善せず、むしろ悪化する可能性があります。高炭酸ガス血症は外見ではわかりませんが

酸素投与により SpO2 が改善してもトロトロと傾眠状態でかつ心拍数は高いという時には高

炭酸ガス血症となっている可能性を考えます。 
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（３）酸素吸入療法の手順 （酸素ボンベ使用の場合） 

必要物品 

 ・パルスオキシメーター  

・カニューラ、マスク：（鼻腔カニューラ(ネーザル)/フェイスマスク/気管切開用マスク） 

・酸素チューブ、酸素コネクター  

 ・絆創膏(鼻腔カニューラ固定時、必要な場合のみ) 

 ・酸素ボンベ   

・ボンベ専用バック（又は酸素ボンベ用架台） 

 ・酸素流量計 (流量調節器) 

・(必要時：加湿器(ディスポレスピフローボトル・精製水) 

実施の手順 内容 留意事項 

１ 事前準備 

作動状況

の確認 

① 指示書の実施条件を確認する。 

② 酸素ボンベ本体の確認をする。 

・酸素残量をチェックし記録する。 

・元栓の開閉の有無を確認する。 

③ 酸素が流れるか（酸素流量、ボンベ元

栓、ボンベ切り替えスイッチ等）確認をす

る。 

④ 酸素チューブと酸素ボンベとの接続を確

認する。 

・マスク・カニューラの状態（折れ曲が

り・傷や穴、汚れ等）を確認する。 

 

・登校時保護者と一緒に確認

する。 

・メーターの数値、スイッチ

類は見落としがないよう複

数で確認する。 

２ 吸入前の

準備 

 

 

 

⑤ 再度指示書や個別マニュアルを確認す

る。 

⑥ 実施者は手指消毒を行い、必要時手袋を

着用する。 

⑦ 全身状態を観察し、健康状態の確認を

（健康チェックカードで）する。 

必要時：パルスオキシメーターを装着する。 

⑧ 本人に説明し、協力を得る。 

＜観察項目＞ 

呼吸回数の確認、呼吸音の

聴取、呼吸のリズム、SpO２

測定、頭痛・全身倦怠感の

有無、顔色・口唇色・爪床

色・チアノーゼの有無、冷

汗・手足の冷え、鼻閉の有

無 

※変化を見逃さないよう複数

で確認・記録する 

３ 酸素吸入

開始 

 

⑨ 周囲の安全を確認する。 

⑩ ボンベに酸素チューブ・カニューラ等が

接続されているか。カニューラの接続部分

の緩みがないか確認する。(必要時固定す

る) 

⑪ 酸素ボンベのバルブを反時計回り方向に

ゆっくり開ける。 

⑫ 酸素ボンベの残量が十分あるか確認す

る。 

⑬ 流量設定ダイアルを指示された流量に合

わせる。カニューラやマスクから酸素が出

ていることを確認する 

⑭ 同調器を使用している場合：電源のスイ

ッチを長押しし、ピッという音と緑のラン

プが点灯するのを確認する。 

＊実施条件に当てはまったときから酸素投与

する場合 

⑤～⑭を実施する。 

⑮ 酸素吸入中はパルスオキシメーターを装

着し、SpO2を測定する。 

⑯ 装着部分に痛みや不快感がないか、声掛

・複数人で確認する。 

・周囲の安全確認、操作(数

値、スイッチ、装着等)の確

認は教員と一緒に指差しで

確認しながら進める。 

・カニューレ等の汚れがあっ

た場合は清浄綿で拭き取

る。 

・直射日光を避け、火気より

２ｍ以上離す。 

・ボンベを転落させないよう

にする。 

・ボンベ圧力計の針が緑ゲー

ジの位置に針があれば酸素

が入っている。 

・ボンベの位置は車いすの下

方またはベッドの下方に横

にしておく。(ボンベは専用

バック（架台）に入れてお

く。 

・健康状態の変化を見逃さな
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けと目視で確認する。 

⑰ 酸素ボンベの残量が急激に減少しないか

時間を決めて確認する。 

⑱ カニューラ・マスク等の状態（つぶれ、

引っ張り、巻き込み等）に注意する。 

⑲ 本人の全身状態の観察し記録しておく。 

いようにする。 

・酸素吸入しても症状が改善さ

れない場合は緊急時マニュア

ルに準じる。 

４ 酸素吸入

の停止 

吸入停止条件 

⑳ 症状が軽快したら停止し、SpO２が低下し

ないことを確認する。 

㉑ 酸素を止める手順 

・ボンベの元栓を時計回りにしっかり閉め

る。 

・ボンベ残量を確認し、流量計の設定ダイ

アルを 0(ゼロ)にする。 

・同調器を使用している場合：電源スイッ

チを長押しし、ランプが消えるのを確認

する。 

・呼吸状態が安定し、指示書

の酸素吸入停止条件になっ

た場合酸素吸入を終了す

る。 

・終了後 SpO2 が低下しないこ

とを確認する。 

・カニューラ・マスク装着部

の皮膚状態を確認する。 

５ 後片づけ 

 

㉒ マスク・カニューレ等をはずして、アル

コールで拭く。 

・カニューラ・マスク等に異

常がないか確認する。 

６ 酸素使用

時の記録 

㉓ 本人の健康状態、酸素吸入時間、SpO２な

ど健康チェックカードに記録する。 

・呼吸状態、機嫌や表情など

も観察する。教員と一緒に

確認する。 

・ボンベに異常がないか確認

する。 

 

○酸素吸入管理上の注意点 

 ① 酸素ボンベの取り扱い（直射日光を避ける 火気より２ｍ以上離す 転落させない） 

  ・車椅子乗車時は車椅子の下方に横にして置いておく。 

・床にいる時は、本人の隣に横にして置いておく。 

・ボンベを持ち上げる際には、流量計を持つのではなくボンベ本体を両手でしっかり持つ。 

 ② チューブの取り扱い 

  ・つぶれたり、引っ張られたりしていないか常に注意する。 

  ・車椅子乗車時はタイヤに巻き込まれないように注意する。 

 ③ 持続吸入している場合 

・定期的(登校時・授業休憩時・昼食前後・下校時など)に酸素残量が何時間分残っているか確認

する。（赤い表示（メモリ５程度）になっていないことを確認する） 

 ④ 酸素ボンベの交換が必要な場合 

＊保護者が不在時に酸素ボンベの交換が必要な場合、医療的ケア安全委員会で承認された個別マ

ニュアルに従って、看護職員が行う。 

＊ボンベ交換の手順を確認しておく。(酸素ボンベ提供業者が作成している手順は確認しておく) 

  ・使用済み(空になった)酸素ボンベのバルブを時計回り方向に回して、しっかりと閉める。 

  ・流量を０にして酸素ボンベの元栓をしっかり締める。 

  ・流量調整器の取り付けハンドルを反時計回りに回してゆるめ酸素ボンベから取り外す。 

  ・流量調整器にパッキンがきちんとついているか、また劣化していないか確認する。 

  ・新しい酸素ボンベのバルブの位置合わせ穴と流量調整器の位置合わせピンが合うように挿入す

る。接触する部分に油やほこりが付着していないことを確認する。 

  ・流量調整器の取り付けハンドルを時計回りに回してしっかりと固定する。 

  ・元栓をゆっくり開き、流量を指示通り合わせる。 

  ・空ボンベはその日のうちに持ち帰ってもらう。 
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出典）看護 roo！  
   https://www.kango-roo.com 

出典）看護 roo！  
   https://www.kango-roo.com 

＜参考資料＞ 

 

酸素吸入の投与経路 

  ○経鼻カニューラ…鼻呼吸の場合         ○酸素マスク…口呼吸の場合 

                   

 

 

 

 
           

 
 

○人工鼻用チューブ…気管切開の場合  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅酸素療法の機器  

＊酸素療法の機器と本人は火気に近づけないように注意する。 

   ・空気中の酸素（21％）を 90％以上に濃縮して供給。 

        ・稀に学校でこれを使用するケースもある。 

        ・交流電源が必要。 

 

   ・心臓疾患の子どもでの酸素療法はデマンド方式(本人の吸気に合わせて吸気の時の

み酸素が流れる)での使用が多いが、呼吸不全の子どもでは酸素が常時流れる方式

での使用が多く、その為、学校での酸素ボンベの交換が必要になることがある。 

        ・高圧で圧縮した酸素が詰めてある。酸素ボンベ取扱注意点を確認しておく。 

・酸素ボンベの酸素の残量の余裕があることを確認しておく。 

 

        ・液体酸素タンクを自宅に設置。大きいが電気は不要。 

        ・外出時は、携帯用のボンベに液体酸素を分注して使用。 

        ・通常の酸素ボンベより使用時間は長く、学校などでの交換の必要はない。 

 

酸素濃縮器 

酸素ボンベ 

液体酸素 
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人工呼吸器の管理 

１ 人工呼吸器による呼吸管理とは 

気道が狭かったり、肺が酸素や二酸化炭素を交換できなかったり、骨格の変形や筋肉、神経

の麻痺(特に横隔膜筋)により痰が出せないなど、呼吸が維持しづらく、日常生活を送ることが

困難な場合に、気道に陽圧をかけることで、気道と肺を広げ、呼吸を維持しやすくするために

行う人工呼吸器を用いた陽圧換気のことです。 

（１）人工呼吸器療法の種類 

器機を用いて換気を補助する人工呼吸器療法は大きく 2種類あります。 

「非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）」と「侵襲的人工呼吸器療法（気管切開下人工呼吸器療法）

（TPPV）」になります。 

「非侵襲的陽圧換気療法」は鼻だけのマスク、あるいは鼻と口を覆うマスクを通じて、コ

ンパクトな呼吸器によって換気を補助します。マスク式呼吸器療法や英語の頭文字から NPPV

や NIPPV と呼ばれることもあります。機械の名前からバイパップ療法（BiPAP）と呼ばれる

こともあります。(図 1) 

「侵襲的人工呼吸器療法（気管切開下人工呼吸器療法）」は TPPV と略したりします。気管

切開をして、気管カニューレを挿入し、カニューレと人工呼吸器を呼吸器回路でつなげて人

工呼吸を行う呼吸療法です(図 2)。安定した気道の確保と呼吸の補助が可能になります。気

管出血・肉芽・潰瘍などの気管カニューレの合併症や会話がしづらいなどの短所があります。 

（２）病態と使用目的 

① 中枢性呼吸障害［頸髄損傷、延髄障害（キアリー奇形）など］ 

    有効な自発呼吸はほとんどないため呼吸器への依存度が高いです。 

筋緊張の亢進によって胸郭の動きが阻害されることもあります。 

② 末梢性呼吸障害［脊髄性筋萎縮症、筋ジストロフィーなど］ 

    筋力の低下による呼吸運動障害。弱いながらも自発呼吸があり、短時間ならば呼吸器を

外せることも多いが筋力低下は進行性のことが多く呼吸器依存度は徐々に高くなります。 

③ 肺や気管支の機能障害［慢性肺炎、気管・気管支軟化症など］ 

    呼吸筋には異常がありませんが気管～気管支～肺胞の機能に異常がある。短時間ならは

呼吸器を外せることも多いです。酸素投与や呼気終末の圧を高めに設定することがありま

す。 

④ 呼吸リハビリテーションとしての呼吸器装着 

    主に肺や気管支の機能障害［慢性肺炎、気管・気管支軟化症など］の病態で終日呼吸器

を必要とする前段階の病態です。夜間のみの装着が多いが徐々に装着時間が長くなること

が多いです。 

 

重症心身障害児の人工呼吸器の適応は拡大しています。筋緊張亢進、誤嚥・感染、側弯進

行に伴い、呼吸障害は経年的に悪化していき、気管切開、酸素療法、そして最後に呼吸療法

と、医療的ケアは増えていくことが多いです。しかし、呼吸器を装着するということは、必

ずしも最後の段階ではありません。気管切開を行っていなくても行える非侵襲的(マスク式)

人工呼吸療法を気管切開の前段階として導入することがあります。また、呼吸リハや呼吸障

害の進行抑制の観点から、肺の状態が悪くなる前や、呼吸予備能がある場合に人工呼吸器を

導入するとこもあります。このような早い段階で人工呼吸器導入を行う方が、結果的には人

工呼吸器離脱時間を作りながら、より長く充実した生活が行えることがあります。 
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＊補足 在宅人工呼吸器ケアとは（出典「小児の在宅生活支援のための医療的ケア・マニュアル（第 3版）R6.6」 

ポータブル式人工呼吸器は、技術の進歩、呼吸管理方法の進歩により、身近な医療機器

として定着しました。在宅人工呼吸療法とは、人工呼吸器を必要とする、病状の安定した

医療的ケア児者が、在宅生活において人工呼吸療法を継続的に受ける治療法のことです。

最大限の自己実現を図りながら療養と生活の場を自宅などに準備すること、医療的ケア児

者が適切な療養環境を得て、よりよい社会生活を営めるということが、在宅人工呼吸器ケ

アの最も大事な点です。これを、医療的ケア児にあてはめると、家庭や学校といった子ど

もたち本来の場所に生活を移し、地域で生活していくということになります。 

 

＜参考資料＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

            

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：「学校における教職員によるたん吸引等研修テキスト」 

 

図１ 

図２ 
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２ 人工呼吸器による呼吸管理の実施に当たって必要となる事項 

    各学校においては、主治医や教育委員会の委託した学校医や看護職員の助言を得つつ、

個々の児童生徒等の状態に照らして安全性を考慮しながら対応の在り方を検討し、実施状

況について、医療的ケア安全委員会で共有すること。 

学校における人工呼吸器管理については、在宅医療で認められている範囲内で学校生活

を送る上で必要不可欠であり、医師の指示があり、内容については医療的ケア安全委員会

での検討結果を踏まえ実施可能となった場合、看護職員が実施する。 

 

（１）児童生徒の健康状態の把握 

・児童生徒の状況に応じて、個別に検討すること。 

・対象となる児童生徒が安定して学校生活を送れていること。 

・「安定した学校生活」について学校、保護者、医療機関で具体的に共通理解しておくこ

と。（例：平常時のバイタルサイン、発作頻度等） 

（２）主治医への医療相談 

・人工呼吸器の管理を実施するに当たり、管理職、看護職員、担任等が主治医を訪問し、

児童生徒の人工呼吸器の管理を安全かつ適切に実施するための指示・助言を直接得る

こと。 

（３）対象児が使用している人工呼吸器の機器についての研修 

  ・対象となる児童生徒の人工呼吸器対応以外の医療的ケアの手技に、看護職員が慣れて

いる(保護者がいなくても手技ができる)こと。 

  ・人工呼吸器業者より、人工呼吸器の取り扱いについて直接説明を受けること。 

・看護職員と協働で実施が可能になるよう、教員も人工呼吸器の管理に関する基礎的な

知識を得ること。 

（４）安全な実施のための校内体制の整備 

    ・看護職員及び教員が、対象となる児童生徒の実態を十分に把握していること（基礎疾

患、合併症、身体能力、理解力、コミュニケーション力、バイタルサイン、本人独自の

行動特性、自発呼吸の有無、人工呼吸器を外していられる時間等）。 

（５）緊急時の対応の確認（緊急時対応訓練の実施を含む関連機関との連携） 

・緊急時対応病院との連携体制を確認すること。 

 ・人工呼吸器業者との連絡が取れること。   

（６）災害時の対応の確認（必要な物品の確認、電源の確保） 

  ・人工呼吸器に常時接続可能なコンセントがあること（緊急時の電源(バッテリー)の確

認）。 

・家庭から持参していただく物品、学校で用意する物品を確認しておくこと。 

（７）各マニュアル等の作成 

・保護者や主治医等に十分確認の上、個別に作成すること 

（個別マニュアル、緊急時マニュアル、災害時マニュアル、健康チェックカード作成等） 

（８）保護者との協力と連携 

  ・保護者の協力と連携については、「茨城県立特別支援学校医療的ケア支援事業実施要項」

に準ずるが、人工呼吸器の管理に当たっては、特に保護者に説明し、協力が得られるように

すること。 

（９）人工呼吸器業者との協力と連携 

  ・機器の取り扱いや緊急時の取り扱い以外についても、日頃から協力が得られるように

すること。 
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３ 人工呼吸器使用児の受け入れ方針 

  （１）原則 

保護者から人工呼吸器の管理について医療的ケアの申請があった場合には、医療的ケ

ア安全委員会等において、保護者から聞き取った児童生徒の状況、登校実績や学校での

健康状態、校内体制等を確認し、次に示す「10の観点」に基づき検討・協議する。 

児童生徒の状態や人工呼吸器の使用状況等、必要な医療的ケアは個別性が高く、医療

的視点からの確認が必要なことから、児童生徒ごとに検討を行うものとする。 

なお「10の観点」は、学校で人工呼吸器の管理をするにあたり、児童生徒の状態や各

学校の管理体制等を認識するための観点であり、各項目が全てできていないといけない

という観点ではないことに留意する。 

 

人工呼吸器の管理を安全に実施するための「10の観点」 

 項目 

観点１ 
＜基礎疾患＞ 

肺疾患・心疾患の有無、呼吸障害に起因する主障害状況 

観点２ 
＜人工呼吸器の使用理由＞ 

疾患によるもの、呼吸補助目的など 

観点３ 

＜全身状態＞ 

身体面：自発呼吸の有無、心理的な介助者への依存度、栄養摂取状況、体重、体力 

認知面：バイタルサイン以外の方法で自分から不調を訴える力の有無とその方法 

情緒面:安定性、体調、バイタルサインとの相関関係 

観点４ 

＜入学後の実績＞ 

登校日数(実日数・実際の在校時間等) 

※登校して学習活動に参加する体力があることの目安 

観点５ 

＜主治医の指示＞ 

時間着脱の可否、装着の目安（酸素飽和度心拍数、呼吸数、装着が必要となる数値

の継続時間）、日常的に健康状態（呼吸状態等）が安定している状態、体調不良時の

見極めの目安、緊急時の対応 

観点６ 

＜学校医・指導医の見解＞ 

学校の医療的ケアとして実施の可否、主治医見解への所感、ケースごとの保護者待

機についての見解 

観点７ 

<保護者の認識＞ 

体調把握、体調管理、疾病・疾患への理解、医療機関との連携、学校との協力姿勢、

学校との信頼関係、家族間の協力体制、業者との連絡体制、排痰に関する手技 

観点８ 
＜人工呼吸器使用時＞ 

使用時間、活動内容による使用時間帯内容、加温加湿器使用の有無、回路の種類 

観点９ 

＜緊急時対応＞ 

アラーム鳴動時、体調の急変や人工呼吸器の不具合等があった時の対応についての

明確な指示内容、バッテリー作動時間、蘇生バッグの使用に関する手技 

観点 10 

＜教職員の認識、養護教諭や看護職員等の認識、教育委員会との連携＞ 

養護教諭や看護職員等と児童生徒の授業担当教員との情報共有、教育委員会との連

携 
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（２）人工呼吸器管理における確認事項 

①人工呼吸器の作動状況の確認事項（例） 

＊登校時、移動時作動状況を保護者、教員、看護職員で確認する 

自発呼吸：有・無   普段装着時間：24時間 （   ）時間  条件に当てはまった時 

【必要物品】  □人工呼吸器（人工鼻あり） □電源コード □バッテリー予備 

               □蘇生バッグ □テストラング □パルスオキシメーター 

機器一式 機種（メーカー名）： 

呼吸回路一式  テストラング 蘇生バッグ 

業者連絡先： 

バッテリー作動時間 
内部（   ）時間  外部（   ）時間 計（    ）時間 

予備バッテリー （   ）時間 

本体（指示書内容） 

前面パネル画面表示見て実測値確認 

設定条件 

・換気様式：従圧式（PC） ・従量式（VC） ・SIMVモード  

・最大分時換気量：   L/分  最小分時換気量：  L/分 

・吸気時間：   秒    

・呼吸回数：   回/分 

・吸気圧：    hPa・cmH２O 

・1回換気量：  ｍL   ・PEEP：       hPa・cmH２O 

呼吸回路 

1. 呼吸回路がしっかり接続されているか 

2. 呼吸回路にへこみ等の異常はないか 

3. 呼気ポートが塞がれていないか 

（上方か側方に向いているように整える） 

4. 回路内に結露水は溜まってないか（溜まっていれば除去） 

電源 

1.バッテリーの残量を確認する。 

2.内部バッテリーの充電が少ない場合は、保護者に充電を依頼する。 

3.予備バッテリーを確認する。 

アラーム音が鳴った

場合 

1.看護職員を呼び、前面パネルの表示を見て原因検索する。 

2.呼吸回路が外れた場合、看護職員が回路を接続する。その場に看護

職員がいない場合（緊急時）は、教員が接続し、看護職員を呼んで

確認してもらう。 

3.原因不明でアラームが鳴りやまない場合は、緊急対応体制をとると

同時に保護者に連絡する。看護職員は蘇生バッグで呼吸介助を行

う。 

その他 

1.本人の様子や作動状況の急変等が見られた場合は、緊急対応体制を

とり、直ぐに保護者に連絡する。 

2.移乗時は、必要に応じて看護職員を呼ぶ。 
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②チェック項目（例） 

人工呼吸器の管理においては、チェックリストや記録用紙を工夫し、チェック作業が正確に

行える方法を、各学校の環境や児童生徒の実態等に合わせて工夫して作成、実施すること。 

 

【チェックリスト例】表や実施記録用紙に設定の数値を記入する方法 

気管切開による侵襲的陽圧呼吸療法（TPPV） 鼻マスク等による非侵襲的陽圧呼吸療法（NPPV）  

  設定条件 チェック 
 

設定条件 チェック 

種類・機種     種類・機種     

換気モード     換気モード     

1回換気量     IPAP     

換気回数     EPAP     

吸気時間     吸気時間（Ti）     

トリガー感度     BPM     

気道内圧下限アラーム     ライズタイム     

気道内圧上限アラーム     装着時間     

PEEP 圧(最高気道内圧) 
    バッテリー持続時間

(内部+外部) 

    

ピーク圧(参考値)     

 装着時間     

バッテリー持続時間

(内部+外部) 

    

 

【本県で行っている実践例】 

対象児の人工呼吸器設定の画像を活用して、設定の詳細を確認する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （人工呼吸器の画面①）       （人工呼吸器の画面②） 

※実施記録用紙に設定の数値を事前に記入しておき、数値記入の必要はなくチェックのみ） 
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③ 実施の手順（例） 

実施の手順 内容 留意事項 

〇保護者との引継ぎ

(登校時) 

□昨夜から今朝までの様子を確認する  

〇健康状態の確認 □体温・呼吸状態・顔色・機嫌の様子を観察

する 

・健康チェックカードを

もとに全身状態を観察

し異常を早めに発見す

る。 

〇本人への説明 □不安をなくし本人の理解・協力を得る  

〇ポジショニング □呼吸器回路が外れないように保持  

〇手指の消毒 □通常の手指消毒  

〇準備 □必要物品、予備の物品を保護者と確認する  

〇登校時・下校時 □呼吸器の点検 

・呼吸器本体(数値など) 

・呼吸器回路(接続、回路の水の溜まり、ウォ

ータートラップの水の排水) 

・加湿加温器(設定確認、水の量) 

① バイタルサインを測定し、健康状態およ

び気管カニューレの固定状況を確認する 

② 人工呼吸器の設定が主治医の指示通り

であるかを確認する。表示パネルで設定を

目視で確認できる場合はチェックリスト

に実測値を記入する。 

＊ロックを解除しての確認はしないこと 

③ 人工呼吸器回路の接続状態を確認する。

(確認する箇所を示した写真を表示してお

く) 

④電源コードやバッテリーの残量があるか

を確認する。 

・登校時の呼吸器の点検

は保護者と確認する。 

 

＊日常の健康観察に加

え、人工呼吸器管理も

含めたチェックリスト

の活用 

＊写真入り引継ぎ資料を

作成しておくとよい

(人工呼吸器回路の固

定位置など) 

 

 

 

〇気管内吸引時 ① 教員は吸引を行う看護職員とタイミン

グを合わせ回路の着脱を行う。テストラン

グを使用してもよい。 

② 気管内吸引後は速やかにかつ確実にコ

ネクターと気管カニューレを接続する。 

＊アラームをoffにしない。 

＊アラーム鳴時、看護職員は回路の接続状態

と呼吸状態を確認してから、問題(アラー

ムの原因)の解消とアラームの停止を確認

する。 

必要時 
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〇車いすの乗り降り時 ① 移乗前に健康状態を確認する。 

② 看護職員は移動介助を行う教員2名とタ

イミングを合わせて人工呼吸器の着脱を

行う。 

③ 看護職員は移乗後、速やかに回路を接続

し、適切な位置に調整する。また、人工呼

吸器回路の接続状態を確認する。(確認す

る箇所を示した写真参照) 

＊呼気バブル機械側(裏面の写真に印を付け

ておく)を一旦外して、ねじれを解消させ

る。 

④ 表示パネル見て人工呼吸器の作動状況

を確認する。実測値をチェックリストに記

入する。 

・看護職員は回路を外

し、結露水が溜まって

いる場合には除去す

る。回路を外した際に

は、コネクター部分に

テストラングの使用

可。 

 

〇アラーム操作時 ① 気管内吸引や姿勢変換時以外でアラー

ムが鳴った場合は次の対応をする。 

・表示パネルを確認する。 

・原因不明の場合は、緊急対応体制を取る。

マニュアルに沿って、看護職員は速やかに

蘇生バッグで呼吸を確保する等の対応を

行う。 

教員は管理職や保護者等に連絡する 

② 電源コンセントを使用する場合、抜き差

し時にアラームが鳴るので次の対応をす

る。 

・バッテリーまたは電源に切り替わったこと

を確認する。 

・抜いた後はリセットボタンを押す。 

  

〇看護職員、保健室等

に連絡または報告すべ

き事項 

・本人の様子の変化SpO2低下や心拍の変化、

顔色など）や作動状況の急変時にはすぐに

看護職員・保健室に連絡する。 

例）本人用モニターのアラームの設定： 

SpO2〇〇％以下 

HR上限〇〇〇回/分 下限〇〇回/分 

 

〇保護者との引継ぎ

(下校) 

□学校での様子を伝える(健康状態など) 

□呼吸器の状態を確認する(接続や設定数値

など) 
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④ 緊急時の対応の流れ（作成例） 
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第３部 

資 料 
 

 

 

・茨城県立特別支援学校医療的ケア支援事業実施要項 

 

・茨城県立特別支援学校看護職員取扱要項 

 

・茨城県立特別支援学校指導看護職員取扱要項 

 

・茨城県立特別支援学校医療的ケアアドバイザー設置要綱 

 

・看護師による気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿入について 

  

・学校における医療的ケアの今後の対応について 

 

・医療的ケア児に関わる主治医と学校医等との連携について 

 

・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について 

 

・「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充

実に向けて～」について 

 

・学校における医療的ケアの手技に関する研修動画シリーズ 

 

・県立特別支援学校における医療的ケア実施について（リーフレット） 

 



茨城県立特別支援学校医療的ケア支援事業実施要項 

※改訂した部分は黄色で網掛けして示したものを＜参考＞として通知文に添付する。 

 

（目的） 

第１条 この事業は、医療的ケアを必要とする児童生徒が通学する茨城県立特別支援学校（以下

「学校」という）に、看護師資格を有する看護職員及び指導看護職員（以下「看護職員」とい

う。）を配置し、教員と看護職員との連携・協働のもと医療的ケアを行い、児童生徒の健康の

維持、増進と安全な学習環境の整備を図ることを目的とする。 

 

（教員の定義） 

第２条 本要項において「教員」とは、教諭、養護教諭、養護助教諭、常勤講師、実習助手及び寄

宿舎指導員をいう。 

 

（医療的ケアの定義及び内容） 

第３条 本要項において医療的ケアとは、学校において看護職員又は看護職員と連携して「認定

特定行為業務従事者」の認定を受けた教員が、特定の児童生徒に対して一定の体制・手続の下

で実施するたんの吸引、経管栄養等の日常的に行う医療的な生活援助行為をいう。 

２ 医療的ケアの内容は、別表に定めるとおりとする。 

 

（巡回指導医の選任） 

第４条 学校に巡回指導医（以下「指導医」という。）を置く。 

２ 指導医は、茨城県教育委員会教育長が選任する。 

３ 指導医は、次の業務を行う。 

(1) 学校に対する、医療的ケアに関しての定期的な巡回指導を行うこと。 

 (2) 医療的ケアを必要とする児童生徒の主治医（以下「主治医」という。）からの診察情報提

供をもとに当該児童生徒を診察した上で、看護職員に対し医療的ケアを行う際の指示及び指

導・助言を行うこと。 

(3) 主治医の承諾を得た上で、教員に対して、当該児童生徒の医療的ケアに関する「認定特定

行為業務従事者」として認定するための実地研修を行うこと。 

(4) 次条に規定する医療的ケア安全委員会に対し、助言を与えること。 

 

（医療的ケア安全委員会の設置） 

第５条 学校に、医療的ケア安全委員会（以下「安全委員会」という。）を置く。 

２ 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。 

(1) 校長 

(2) 副校長又は教頭 

(3) 事務室長又は事務長 

(4) 養護教諭又は養護助教諭 

(5) 教務主任 

(6) 保健主事 

(7) 各部主事 

(8) 医療的ケアを必要とする児童生徒の担任 

(9) 主治医、学校医又は指導医 

(10) 看護職員 

(11）医療的ケアアドバイザー（必要に応じて参加を依頼する） 

３ 安全委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。 

４ 委員長は、校長又は副校長（教頭）とし、副委員長は委員の互選とする。 

５ 委員長及び副委員長の職務は次のとおりとする。 

(1) 委員長は、安全委員会の会議を定期的に招集し、及び主宰し、会務を総理する。 

 (2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務

を代理する。 

６ 安全委員会の検討内容は、次のとおりとする。 

(1) 医療的ケア実施の適否の決定 

(2) 医療的ケア実施担当者及び実地研修計画の決定 

(3) 医療的ケア実施経過の確認 

(4) ヒヤリ・ハット等の事例蓄積、分析 

(5) 看護職員、教員の医療的ケアに関する研修 

(6) 医療的ケアに係る備品及び衛生管理 

(7) 学校での対応が困難な場合や緊急性の高い場合等は、安全委員会での検討結果を茨城県教

育委員会へ報告・相談し、助言等を得るものとする。 

 

（関係者との連絡体制） 

第６条 校長は、医療的ケア実施に関する保護者、主治医、学校医、指導医、その他外部の関係

者と学校との連絡及び関係者の調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡及び調整の事務は、原則として文書で行うものとする。 

 

 （医療的ケアの申請） 

第７条 医療的ケアを児童生徒に受けさせようとする保護者は、学校に文書で申請するものとす

る。 

２ 校長は、前項の申請があったときは、医療的ケアの内容、取組の体制等を保護者に対し十分

に説明し、これらについての同意を得た上で申請書を受領するものとする。 

３ 医療的ケアの実施及びその内容については、主治医の承認の下、学校医、指導医の助言を得

た上で、安全委員会が決定する。 

４ 前項の決定に係る手続については、別に定める。 

５ 学校で医療的ケアを実施している児童生徒の保護者が、医療的ケアを解除する場合は、学校

に文書で申請するものとする。 

 

（医療的ケアの実施）  

第８条 学校における医療的ケアは、主治医による指示書に基づき、学校医又は指導医の指示に

より看護職員が実施する。 

２ 主治医による指示書に基づき学校が作成し、保護者及び学校医又は指導医から確認を得た、

「医療的ケア実施手順及び緊急時の対応等を示した当該児童生徒に係る個別マニュアル（以下

「個別マニュアル」という。）」に則して実施するものとする。 

３ 看護職員は、保護者と当該児童生徒の医療的ケアについて手技の確認を行うものとする。 

４ 看護職員は、児童生徒の健康状況について十分把握できるよう、事前に主治医又は保護者か

ら必要に応じて指導を受けておくものとする。 

５ 看護職員は、医療的ケアの実施にあたり、定期的及び適宜に主治医、学校医及び指導医から

児童生徒に関して必要な指示を受けるものとする。 

６ 保護者は、児童生徒が登校する日には、その日の当該児童生徒の健康状態を記載した健康チ

ェックカードを記入し、本人に持参させるものとする。 

７ 看護職員は、前項に規定する健康チェックカードをもとに児童生徒の健康状態を確認し、異

常があると記載されている場合は、医療的ケアを実施する前に保護者（必要に応じて主治医）

と連絡を取り、指示を受けるものとする。 

８ 看護職員は、医療的ケアを実施する際、特に気付いた点や実施後の状態等を健康チェックカ

ードに記録し、その写しを保存するものとする。 

９ 校長は、医療的ケアの実施状況を主治医、学校医、指導医及び茨城県教育委員会に対して定

期的に報告するものとする。 

10 医療的ケアの実施中に児童生徒の健康状態に異常が認められたときは、当該医療的ケアを直
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ちに中止し、保護者（必要に応じて主治医）に連絡し、必要な応急措置をとるものとする。 

11 緊急時に主治医による対応をとることができない事情があるときには、主治医の了解の下、

近隣の医療機関と学校との間で対応がとれる体制を整えておくものとする。 

12 校長は、医療的ケア対象児について、関係機関の名称や関係者（主治医、医療的ケア実施職

員等）の氏名及び役職、実施する医療的ケアの内容を一覧表に明記する。 

 

（教員による医療的ケアの実施） 

第９条 教員の医療的ケア実施については、「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた者に限

る。 

２ 前項の認定を受ける教員は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三第一号の基本研

修として茨城県教育委員会が主催する教員によるたんの吸引等に関する研修会を受講すること

とする。 

３ 第１項の認定を受ける教員は、児童生徒のそれぞれの病状及び留意点に個別に対応するため、

主治医、学校医又は指導医の指導の下、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三第二号

の実地研修を受けることとする。 

４ 前項の実地研修は、対象の教員が医療的ケアを行うことに適当な者であると主治医、学校医

又は指導医が承認したときに修了する。 

５ 教員が、第３項の実地研修を受講する際に、実地研修評価表とともに使用する個別マニュア

ルは、主治医、学校医又は指導医の判断によりチェックリストの形式をとることも認められる

こととする。 

 

 （看護職員の勤務条件等） 

第10条 看護職員の勤務条件等の取扱いについては、別に定めるものとする。 

 

（経費） 

第11条 茨城県教育委員会は、この事業の対象経費として、看護職員に係る人件費、指導医に対

する報償費及び研修旅費を負担するものとし、医療機関に対する診療報酬（診察費や診療情報

提供書作成費等）及び医療的ケアに必要な消耗品等は保護者が負担するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別表】 医療的ケアの内容と実施者（医療的ケア支援事業実施要項第３条第２項） 

表は、たんの吸引、経管栄養、導尿、その他、在宅医療で認められている医療的ケアにつ

いて、学校生活を送る上で必要不可欠であり医師の指示があった場合の内容と実施者を示す。 

○：実施可能  －：実施不可 

※：『医療的ケア支援事業実施要項』第５条第６項の(7)に基づき対応する。 

 

   付 則 

１ この要項は、平成13年４月１日から実施する。 

２ この要項は、平成14年４月１日から実施する。 

３ この要項は、平成18年４月１日から実施する。 

４ この要項は、平成19年４月１日から実施する。 

５ この要項は、平成25年４月１日から実施する。 

６ この要項は、平成28年４月１日から実施する。 

７ この要項は、令和２年４月１日から実施する。 

８ この要項は、令和３年４月１日から実施する。 

９ この要項は、令和８年２月１日から実施する。 

 
実 施 者 

医療的ケアの内容 看護職員 
「認定特定行為業務従事者」の

認定を受けた教員 

① 

たんの吸引   

・口腔内 
○ 

○ 

(咽頭の手前まで) 

・鼻腔内 
○ 

○ 

(咽頭の手前まで) 

・気管カニューレ内部 ○ ○ 

・状態により適宜長さを調節して 

実施する場合 
○ － 

② 

鼻腔経管栄養（含：水分補給）   

・通常咳込みや嘔吐がない場合 

○ 

○ 

(チューブ挿入状態の確認は 

看護職員) 

・注入中に嘔吐をしやすいなどの 

問題がある場合 
○ － 

③ 

胃ろう及び腸ろうからの経管栄養   

・通常咳込みや嘔吐がない場合 

○ 

○ 

(胃ろう及び腸ろうの状態確認

は看護職員) 

・注入中に嘔吐をしやすいなどの 

問題がある場合 
○ － 

④ 導尿 ○ － 

⑤ 酸素療法 ○ － 

⑥ 人工呼吸器の管理 ○ － 

⑦ 

その他   

・在宅医療で認められている範囲

内で、学校生活を送る上で必要不

可欠であり、医師の指示があった

内容について実施する場合 

薬液吸入、インスリン注射、 

排痰補助装置 等  

※ － 
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